
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信サービスを提供するセンタ装置と、
　前記センタ装置に通信回線を介して接続されるユーザ装置とを具備する通信システムで
あって、
　前記ユーザ装置に設けられ、提供を受けようとする通信サービスの内容に応じて複数種
類が用意される端末インタフェースユニットの少なくとも一つを装着可能な端末インタフ
ェース装着手段と、
　前記ユーザ装置に設けられ、前記端末インタフェース装着手段への端末インタフェース
ユニットの装着の有無を検出する端末インタフェース検出手段と、
　前記ユーザ装置に設けられ、前記端末インタフェース装着手段に装着されている前記端
末インタフェースユニットの種別を識別する端末インタフェース識別手段と、
　前記ユーザ装置に設けられ、前記端末インタフェース検出手段での検出結果と前記端末
インタフェース識別手段での識別結果とを含み自装置の構成を示す構成情報を前記センタ
装置に向けて送信する構成情報送信手段と、
　前記センタ装置に設けられ、前記ユーザ装置から送信された前記構成情報に基いてユー
ザ構成を認識し、このユーザ構成を管理するユーザ構成管理手段と、
　前記センタ装置に設けられ、前記ユーザ構成管理手段により前記端末インタフェースユ
ニットの新規の装着が認識されたことに応じてその端末インタフェースユニットに対して
固有の識別情報を新規に設定するとともに、既知の前記端末インタフェースユニットの除
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去が認識されたことに応じてその端末インタフェースユニットに対する前記識別情報の設
定を無効とする識別情報設定手段と、
　前記センタ装置に設けられ、前記ユーザ構成管理手段により既知の前記端末インタフェ
ースユニットの除去が認識された場合には当該端末インタフェースユニットに割り当てら
れていた伝送帯域を空き帯域に設定し、また前記端末インタフェースユニットの新規の装
着が認識されたことに応じて、その新規に装着された前記端末インタフェースユニットに
対してその種別に応じた伝送帯域を割り当てる伝送帯域割り当て手段と、
　前記センタ装置に設けられ、前記識別情報設定手段により新規に設定された識別情報を
、その識別情報の設定対象である前記端末インタフェースユニットが装着されているユー
ザ装置に対して通知する識別情報通知手段と、
　前記ユーザ装置に設けられ、前記センタ装置から通知された識別情報を、設定対象であ
る端末インタフェースユニットに対応付けて管理する識別情報管理手段とを具備したこと
を特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記端末インタフェース検出手段は、前記端末インタフェース装着手段への前記端末イ
ンタフェースユニットの装着の有無を所定の時間間隔で定期的に検出することを特徴とす
る請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記ユーザ装置と前記センタ装置とを接続する通信回線での伝送信号に、それぞれユー
ザ情報を１９２ kbit/sで伝送することができるタイムスロットを複数含んだ伝送フレーム
が設定され、
　かつ前記伝送帯域割り当て手段は、前記タイムスロット単位で伝送帯域の割り当てを行
うことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記端末インタフェースユニットは、前記指定情報伝送路を介して到来する指定情報が
自装置を指定するものである場合に、自装置の種別を示した種別情報を少なくとも含めた
出力元通知情報を出力するものであって、
　前記ユーザ装置は、
　前記端末インタフェース装着手段を介して前記端末インタフェースユニットへと出力す
る下り信号を伝送するための下り信号伝送路と、
　前記端末インタフェース装着手段を介して取り込まれた上り信号を伝送するための上り
信号伝送路と、
　前記下り信号伝送路を伝送される下り信号の取り込みおよび前記上り信号伝送路への上
り信号の出力を許可する前記端末インタフェースユニットを指定する端末インタフェース
指定情報を伝送するための指定情報伝送路と、
　前記上り信号伝送路へと信号出力を行っている前記端末インタフェースユニットが出力
する前記出力元通知情報を伝送するための通知情報伝送路とをさらに具備し、
　かつ前記端末インタフェース識別手段は、前記出力元通知情報に含まれた前記種別情報
に基づいて前記端末インタフェース装着手段に装着されている前記端末インタフェースユ
ニットの種別を識別することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記端末インタフェース識別手段は、前記端末インタフェース装着手段に装着されてい
る前記端末インタフェースユニットの種別を所定の時間間隔で定期的に識別することを特
徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項６】
　前記センタ装置は、当該センタ装置から遅延時間計測要求を送信してから、この遅延時
間計測要求に対するユーザ装置からの応答が前記センタ装置に到達するまでの時間を計測
することで伝送遅延を測定し、この測定した伝送遅延に基いて前記ユーザ装置の送信タイ
ミングを制御する手段をさらに具備し、
　前記構成情報送信手段は、前記構成情報を前記遅延時間計測要求に対する応答とともに
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送信することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項７】
　複数の通信サービスを提供するセンタ装置に通信回線を介して接続されるユーザ装置に
おいて、
　提供を受けようとする通信サービスの内容に応じて複数種類が用意される端末インタフ
ェースユニットの少なくとも一つを装着可能な端末インタフェース装着手段と、
　前記端末インタフェース装着手段への端末インタフェースユニットの装着の有無を検出
する端末インタフェース検出手段と、
　前記端末インタフェース装着手段を介して前記端末インタフェースユニットへと出力す
る下り信号を伝送するための下り信号伝送路と、
　前記端末インタフェース装着手段を介して取り込まれた上り信号を伝送するための上り
信号伝送路と、
　前記下り信号伝送路を伝送される前記下り信号の取り込みおよび前記上り信号伝送路へ
の前記上り信号の出力を許可する前記端末インタフェースユニットを指定する端末インタ
フェース指定情報を伝送するための指定情報伝送路と、
　前記上り信号伝送路へと信号出力を行っている前記端末インタフェースユニットが別途
出力する出力元通知情報を伝送するための通知情報伝送路と、
　前記出力元通知情報に含まれた種別情報に基づいて前記端末インタフェース装着手段に
装着されている前記端末インタフェースユニットの種別を識別する端末インタフェース識
別手段と、
　前記端末インタフェース検出手段での検出結果と前記端末インタフェース識別手段での
識別結果とを含み自装置の構成を示す構成情報を前記センタ装置に向けて送信する構成情
報送信手段と、
　前記構成情報送信手段により前記構成情報の送信を行ったのちに前記センタ装置から通
知される識別情報を、設定対象である端末インタフェースユニットに対応付けて管理する
識別情報管理手段とを具備したことを特徴とするユーザ装置。
【請求項８】
　前記下り信号伝送路および前記上り信号伝送路での伝送信号に、それぞれユーザ情報を
１９２ kbit/sで伝送することができるグループを複数含んだ伝送フレームが設定され、前
記端末インタフェース装着手段に装着されている前記端末インタフェースユニットに関す
る前記ユーザ情報の伝送がグループ単位で行われることを特徴とする請求項７に記載のユ
ーザ装置。
【請求項９】
　通信回線を介して接続されるユーザ装置に複数の通信サービスを提供するセンタ装置に
おいて、
　前記ユーザ装置から送信されるそのユーザ装置の構成を示す構成情報に基いてユーザ構
成を認識し、このユーザ構成を管理するユーザ構成管理手段と、
　前記ユーザ構成管理手段により端末インタフェースユニットの新規の装着が認識された
ことに応じてその端末インタフェースユニットに対して固有の識別情報を新規に設定する
とともに、既知の前記端末インタフェースユニットの除去が認識されたことに応じてその
端末インタフェースユニットに対する前記識別情報の設定を無効とする識別情報設定手段
と、
　前記ユーザ構成管理手段により既知の前記端末インタフェースユニットの除去が認識さ
れた場合には当該端末インタフェースユニットに割り当てられていた伝送帯域を空き帯域
に設定し、また前記端末インタフェースユニットの新規の装着が認識されたことに応じて
、その新規に装着された端末インタフェースユニットに対してその種別に応じた伝送帯域
を割り当てる伝送帯域割り当て手段と、
　前記識別情報設定手段により新規に設定された識別情報を、その識別情報の設定対象で
ある端末インタフェースユニットが装着されている前記ユーザ装置に対して通知する識別
情報通知手段とを具備したことを特徴とするセンタ装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、センタ装置とユーザ装置とがスター状光ファイバネットワークなどの通信回
線を介して対向して接続され、ユーザ装置に任意に接続される複数種類の端末に対してそ
れぞれ通信サービスを提供する通信システムと、この通信システムに用いられるセンタ装
置およびユーザ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より通信サービスを提供する通信システムでは、通信サービス提供者と各ユーザとの
間を、それぞれ別々の通信回線を介して接続し、各ユーザと個々に契約した内容の通信サ
ービスを通信サービス提供者がユーザに対して提供するものとなっている。
【０００３】
このため従来の通信システムでは、ユーザが既設の通信端末とは別の通信端末を増設し、
この増設した通信端末により既設の通信端末と並行して通信サービスの提供を受けようと
する場合や、既設の通信端末を取り外す場合には、通信回線の増設工事または撤去やセン
タ装置の工事を通信サービス提供者に依頼して行ってもらわなければならず、コスト、時
間および手間が非常に大きくなっていた。
【０００４】
また、既設の通信端末を別の他の種類の通信端末に交換する場合であっても、センタ装置
の工事を通信サービス提供者に依頼して行ってもらわなければならず、コスト、時間およ
び手間が非常に大きくなっていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように従来の通信システムでは、通信回線と通信サービスとが対となっており、か
つ各通信回線について提供する通信サービスの種別も固定となっていたため、通信サービ
スの追加・削除あるいは交換をユーザ側のみで行うことはできず、通信サービス提供者に
よる工事を必要としていたため、そのためのコスト、時間および手間が非常に大きくなっ
てしまうという不具合があった。
【０００６】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたものであり、その目的とするところは、ユ
ーザが使用する通信サービスの交換・追加・削除を容易に実現できる通信システムや、こ
のような通信システムを実現可能とするセンタ装置およびユーザ装置を提供することを目
的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　以上の目的を達成するために第１の発明においては、複数の通信サービスを提供するセ
ンタ装置と、前記センタ装置に通信回線を介して接続されるユーザ装置とを具備する通信
システムに、前記ユーザ装置に設けられ、提供を受けようとする通信サービスの内容に応
じて複数種類が用意される端末インタフェースユニットの少なくとも一つを装着可能な端
末インタフェース装着手段と、前記ユーザ装置に設けられ、前記端末インタフェース装着
手段への端末インタフェースユニットの装着の有無を検出する端末インタフェース検出手
段と、前記ユーザ装置に設けられ、前記端末インタフェース装着手段に装着されている前
記端末インタフェースユニットの種別を識別する端末インタフェース識別手段と、前記ユ
ーザ装置に設けられ、前記端末インタフェース検出手段での検出結果と前記端末インタフ
ェース識別手段での識別結果とを含み自装置の構成を示す構成情報を前記センタ装置に向
けて送信する構成情報送信手段と、前記センタ装置に設けられ、前記ユーザ装置から送信
された前記構成情報に基いてユーザ構成を認識し、このユーザ構成を管理するユーザ構成
管理手段と、前記センタ装置に設けられ、前記ユーザ構成管理手段により前記端末インタ
フェースユニットの新規の装着が認識されたことに応じてその端末インタフェースユニッ
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トに対して固有の識別情報を新規に設定するとともに、既知の前記端末インタフェースユ
ニットの除去が認識されたことに応じてその端末インタフェースユニットに対する前記識
別情報の設定を無効とする識別情報設定手段と、前記センタ装置に設けられ、前記ユーザ
構成管理手段により既知の前記端末インタフェースユニットの除去が認識された場合には
当該端末インタフェースユニットに割り当てられていた伝送帯域を空き帯域に設定し、ま
た前記端末インタフェースユニットの新規の装着が認識されたことに応じて、その新規に
装着された前記端末インタフェースユニットに対してその種別に応じた伝送帯域を割り当
てる伝送帯域割り当て手段と、前記センタ装置に設けられ、前記識別情報設定手段により
新規に設定された識別情報を、その識別情報の設定対象である前記端末インタフェースユ
ニットが装着されているユーザ装置に対して通知する識別情報通知手段と、前記ユーザ装
置に設けられ、前記センタ装置から通知された識別情報を、設定対象である端末インタフ
ェースユニットに対応付けて管理する識別情報管理手段とを備えた。
【０００８】
　前記の目的を達成するために第２の発明においては、複数の通信サービスを提供するセ
ンタ装置に通信回線を介して接続されるユーザ装置に、提供を受けようとする通信サービ
スの内容に応じて複数種類が用意される端末インタフェースユニットの少なくとも一つを
装着可能な端末インタフェース装着手段と、前記端末インタフェース装着手段への端末イ
ンタフェースユニットの装着の有無を検出する端末インタフェース検出手段と、前記端末
インタフェース装着手段を介して前記端末インタフェースユニットへと出力する下り信号
を伝送するための下り信号伝送路と、前記端末インタフェース装着手段を介して取り込ま
れた上り信号を伝送するための上り信号伝送路と、前記下り信号伝送路を伝送される前記
下り信号の取り込みおよび前記上り信号伝送路への前記上り信号の出力を許可する前記端
末インタフェースユニットを指定する端末インタフェース指定情報を伝送するための指定
情報伝送路と、前記上り信号伝送路へと信号出力を行っている前記端末インタフェースユ
ニットが別途出力する出力元通知情報を伝送するための通知情報伝送路と、前記出力元通
知情報に含まれた種別情報に基づいて前記端末インタフェース装着手段に装着されている
前記端末インタフェースユニットの種別を識別する端末インタフェース識別手段と、前記
端末インタフェース検出手段での検出結果と前記端末インタフェース識別手段での識別結
果とを含み自装置の構成を示す構成情報を前記センタ装置に向けて送信する構成情報送信
手段と、前記構成情報送信手段により前記構成情報の送信を行ったのちに前記センタ装置
から通知される識別情報を、設定対象である端末インタフェースユニットに対応付けて管
理する識別情報管理手段とを備えた。
【０００９】
　前記の目的を達成するために第３の発明においては、通信回線を介して接続されるユー
ザ装置に複数の通信サービスを提供するセンタ装置に、前記ユーザ装置から送信されるそ
のユーザ装置の構成を示す構成情報に基いてユーザ構成を認識し、このユーザ構成を管理
するユーザ構成管理手段と、前記ユーザ構成管理手段により端末インタフェースユニット
の新規の装着が認識されたことに応じてその端末インタフェースユニットに対して固有の
識別情報を新規に設定するとともに、既知の前記端末インタフェースユニットの除去が認
識されたことに応じてその端末インタフェースユニットに対する前記識別情報の設定を無
効とする識別情報設定手段と、前記ユーザ構成管理手段により既知の前記端末インタフェ
ースユニットの除去が認識された場合には当該端末インタフェースユニットに割り当てら
れていた伝送帯域を空き帯域に設定し、また前記端末インタフェースユニットの新規の装
着が認識されたことに応じて、その新規に装着された端末インタフェースユニットに対し
てその種別に応じた伝送帯域を割り当てる伝送帯域割り当て手段と、前記識別情報設定手
段により新規に設定された識別情報を、その識別情報の設定対象である端末インタフェー
スユニットが装着されている前記ユーザ装置に対して通知する識別情報通知手段とを備え
た。
【００２２】
【発明の実施の形態】

10

20

30

40

50

(5) JP 3715423 B2 2005.11.9



以下、図面を参照して本発明の一実施形態につき説明する。
【００２３】
図１は本実施形態に係る通信システムの全体構成を示す図である。
【００２４】
この通信システムは、多数のユーザ装置１は、複数の光ファイバネットワーク２（ 2-1 ～
2-i ）を介してセンタ装置３にそれぞれ接続され、さらに各ユーザ装置１に電話機ＴＥＬ
、パーソナルコンピュータＰＣおよび構内交換機ＰＢＸなどの通信端末が任意に接続され
て構成されている。またセンタ装置３には、監視制御装置４が接続されている。さらにセ
ンタ装置３には、公衆交換電話網５、コンピュータ通信用パケット通信ネットワーク６お
よび専用線網７などの既存の通信網に任意に接続されている。
【００２５】
光ファイバネットワーク２は、光ファイバと光分岐器とによりスター状をなすものである
。１つの光ファイバネットワーク２には、所定数（本実施形態では１６台）のユーザ装置
１が接続可能となっている。そしてセンタ装置３によりアクセス制御が行われることで、
複数のユーザ装置１で１つの光ファイバネットワーク２を共有して使用できるようにして
いる。
【００２６】
図２はユーザ装置１の詳細な構成を示す機能ブロック図である。
【００２７】
この図に示すようにユーザ装置１は、光電気変換部１１、ＴＤＭＡ処理部１２、サービス
多重分離部１３、４つのコネクタ１４（ 14-1～ 14-4）、電源部１５、バッテリ１６および
ユーザ装置監視制御部１７を有している。
【００２８】
光電気変換部１１は、さらに光分岐結合器１１ａ、光受信部１１ｂおよび光送信部１１ｃ
を有している。
【００２９】
光分岐結合器１１ａは、光ファイバネットワーク２を介して到来した下り光信号を光受信
部１１ｂに与えるとともに、光送信部１１ｃから出力される上り光信号を光ファイバネッ
トワーク２へと送出する。
【００３０】
光受信部１１ｂは、光分岐結合器１１ａから与えられる下り光信号を電気信号（下り電気
信号）に変換してＴＤＭＡ処理部１２へと与える。
【００３１】
光送信部１１ｃは、ＴＤＭＡ処理部１２から与えられる上り電気信号を光信号（上り光信
号）に変換し、光分岐結合器１１ａへと与える。
【００３２】
ＴＤＭＡ処理部１２は、さらにフレーム同期部１２ａ、フレーム終端部１２ｂ、タイムス
ロット制御部１２ｃ、フレーム生成部１２ｄ、遅延制御部１２ｅおよび遅延部１２ｆを有
している。
【００３３】
フレーム同期部１２ａには、光受信部１１ｂから与えられる下り電気信号が入力される。
この下り電気信号は、後述するフォーマットでフレーム化されているので、フレーム同期
部１２ａはその下り電気信号のフレーム同期をとり、フレーム先頭位置等を検出する。
【００３４】
フレーム終端部１２ｂは、下り電気信号から実際の情報伝送に使用される領域（以下、ペ
イロードと称する）にて伝送されたペイロード情報およびペイロード以外の領域（以下、
オーバヘッドと称する）にて伝送されたオーバヘッド情報を分離し、ペイロード情報をサ
ービス多重分離部１３へ、またオーバヘッド情報をタイムスロット制御部１２ｃ、遅延制
御部１２ｅ、サービス多重分離部１３およびユーザ装置監視制御部１７へとそれぞれ与え
る。なおフレーム終端部１２ｂは、ペイロード情報を、センタ装置３とユーザ装置１との
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間の伝送で使用される宛先識別子（ DST ID）と各端末インタフェース（ＩＦ）カード８（
8-1 ～ 8-4 ）の実装位置アドレスとの対応に従って、各端末インタフェースカード８での
処理に適したデータ形式に変換した上でサービス多重分離部１３へ与える。
【００３５】
タイムスロット制御部１２ｃは、下り電気信号中でのタイムスロット配置に基いて上り電
気信号でのタイムスロットの配置およびタイミングを制御するべくフレーム生成部１２ｄ
を制御する。
【００３６】
フレーム生成部１２ｄは、サービス多重分離部１３から与えられるペイロード情報、ユー
ザ装置監視制御部１７から与えられるオーバヘッド情報ならびに自己で発生するオーバヘ
ッド情報をタイムスロット制御部１２ｃの制御の下に所定のタイムスロット配置でフレー
ム化して上り電気信号を生成し、この上り電気信号を遅延部１２ｆに与える。
【００３７】
遅延制御部１２ｅは、下り電気信号に含まれたオーバヘッド情報のうちの遅延制御情報を
フレーム終端部１２ｂから受け、この遅延制御情報が示す時間に亙ってフレーム生成部１
２ｄから出力される上り電気信号を遅延させるように遅延部１２ｆを制御する。
【００３８】
遅延部１２ｆは、フレーム生成部１２ｄから与えられる上り電気信号を遅延制御部１２ｅ
の制御の下に遅延させた上で光電気変換部１１の光送信部１１ｃに与える。
【００３９】
サービス多重分離部１３は、下りデータバス１３ａ、上りデータバス１３ｂ、下りアドレ
スバス１３ｃ、上りアドレスバス１３ｄおよびアドレス処理部１３ｅを有している。
【００４０】
下りデータバス１３ａは、２４ビット幅を有し、ＴＤＭＡ処理部１２のフレーム終端部１
２ｂと、各コネクタ１４の下りデータ端子（図２中の最上部に示された端子）が共通に接
続されている。この下りデータバス１３ａは、フレーム終端部１２ｂから出力された下り
ペイロード情報を各コネクタ１４に接続された端末インタフェースカード８に伝達する。
【００４１】
上りデータバス１３ｂは、２４ビット幅を有し、ＴＤＭＡ処理部１２のフレーム生成部１
２ｄと、各コネクタ１４の上りデータ端子（図２中の上から２番目に示された端子）が共
通に接続されている。この上りデータバス１３ｂは、各コネクタ１４に接続された端末イ
ンタフェースカード８から出力された上りペイロード情報をフレーム生成部１２ｄに伝達
する。
【００４２】
ところで下りデータバス１３ａおよび上りデータバス１３ｂ上では、８タイムスロットを
１グループとし、かつ１ msecの間に３２グループを収容し１フレームとする。結局、１グ
ループで利用できる帯域は２４×８／１ msec＝１９２ kbit/sとなり、６４ kbit/sの帯域を
持つＢチャネルの３回線分となる。したがって、下りデータバス１３ａおよび上りデータ
バス１３ｂ上では、図３に示したようにＢ１，Ｂ２，Ｂ３の３つのＢチャネルを１バイト
ずつ多重化してなるグループを３２グループ時分割に多重してなるデータとして伝送する
ことができる。
【００４３】
すなわち１つのユーザ装置１は、全体として３Ｂ×３２＝９６Ｂ＝６．３ Mbit/sの帯域が
利用可能である。
【００４４】
かくして、２つのＢチャネルと１つのＤチャネルを持ったＮ－ＩＳＤＮ端末に関しては、
１グループを用いて２つのＢチャネルおよび１つのＤチャネルにそれぞれ１Ｂを割り当て
ることによって収容することができる。また、通常のアナログ電話端末の場合は１グルー
プを用いて２つのアナログ電話端末にそれぞれ１Ｂを割り当てるとともに、残りの１Ｂを
シグナリングなどの共通信号として割り当てることにより収容することができる。帯域が
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３Ｂ以下の専用線サービスについても同様に、３Ｂの信号として１グループを使用するこ
とにより収容することができる。また、３Ｂより大きな帯域を利用するサービス（高速な
コンピュータ通信サービスや高速な専用線サービス）に対しては、複数グループを束ねて
用いることにより収容することができる、３２グループ全てを束ねて利用することで９６
Ｂ（３Ｂ×３２グループ）となり、最大６．３ Mbit/sの帯域のサービスを収容することが
できる。
【００４５】
下りアドレスバス１３ｃは、２４ビット幅を有し、アドレス処理部１３ｅと、各コネクタ
１４の下りアドレス端子（図２中の上から３番目に示された端子）が共通に接続されてい
る。この下りアドレスバス１３ｃは、アドレス処理部１３ｅから出力された下りアドレス
情報を各コネクタ１４に接続された端末インタフェースカード８に伝達する。
【００４６】
上りアドレスバス１３ｄは、２４ビット幅を有し、アドレス処理部１３ｅと、各コネクタ
１４の上りアドレス端子（図２中の最下部に示された端子）が共通に接続されている。こ
の上りアドレスバス１３ｄは、各コネクタ１４に接続された端末インタフェースカード８
から出力された上りアドレス情報をアドレス処理部１３ｅに伝達する。
【００４７】
アドレス処理部１３ｅは、フレーム終端部１２ｂから与えられるヘッダ情報からペイロー
ド情報の宛先を判定し、その宛先に応じた下りアドレス情報を作成し下りアドレスバス１
３ｃへと出力する。またアドレス処理部１３ｅは、上りアドレスバス１３ｄを介して到来
した上りアドレス情報を受け、その上りアドレス情報に示されるデータ送信元が下りアド
レス情報にて指定している通信端末と同一であり、かつ上りアドレス情報中の情報Ｎｕｌ
ｌが“Ｎｕｌｌ”でない場合に、フレーム生成部１２ｄに送出許可を与える。またアドレ
ス処理部１３ｅは、上りアドレス情報のうちの一部の情報をユーザ装置監視制御部１７に
通知する。
【００４８】
コネクタ１４は、それぞれ端末インタフェースカード８を必要に応じて本ユーザ装置１に
装着するためのものである。そしてコネクタ１４は、端末インタフェースカード８が装着
された場合に、その端末インタフェースカード８の内部回路（後述する）を下りデータバ
ス１３ａ、上りデータバス１３ｂ、下りアドレスバス１３ｃおよび上りアドレスバス１３
ｄにそれぞれ接続する。
【００４９】
電源部１５は、商用電源やバッテリ１６から電力供給を受けて、各部を駆動するための電
力を生成し、これを各部に供給する。
【００５０】
ユーザ装置監視制御部１７は、ユーザ装置１の各部を総括制御することでユーザ装置１と
しての動作を実現する。またユーザ装置監視制御部１７は、センタ装置３との間での監視
制御情報の授受、装置内の故障管理や、折り返し試験等の制御などの監視処理も行う。
【００５１】
ところで、ユーザ装置監視制御部１７は例えばマイクロプロセッサなどを主制御回路とし
て有するものであり、上記のような制御処理や監視処理を行うための処理手段に加えて、
端末インタフェース検出手段１７ａ、端末インタフェース認識手段１７ｂ、構成情報送信
手段１７ｃおよび DST ID管理手段１７ｄをソフトウエア処理により実現するものとなって
いる。
【００５２】
このうち端末インタフェース検出手段１７ａは、各コネクタ１４への端末インタフェース
カード８の装着の有無を検出する。端末インタフェース認識手段１７ｂは、端末インタフ
ェース検出手段１７ａにより装着が認識された端末インタフェースカード８の属性（メー
カ名、仕様番号、提供できる通信サービス種別等）や実装位置アドレスを認識する。構成
情報送信手段１７ｃは、端末インタフェース検出手段１７ａでの検出結果および端末イン
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タフェース認識手段１７ｂでの認識結果に基いて、本ユーザ装置１の構成を示す構成情報
を作成し、これをフレーム生成部１２ｄに与え、センタ装置３へと送信させる。そして DS
T ID管理手段１７ｄは、コネクタ１４に装着された端末インタフェースカード８のそれぞ
れに対してセンタ装置３により設定され、通知される宛先識別子（ DST ID）と端末インタ
フェースカード８との対応を管理しておき、これに基いてアドレス処理部１３ｅでのアド
レス発生、すなわち多重分離動作を制御する。
【００５３】
図４は端末インタフェースカード８の具体的な構成例を示す機能ブロック図である。
【００５４】
この図に示すように端末インタフェースカード８は、コネクタ８１、アドレス処理部８２
、端末インタフェース（ＩＦ）部８３およびカード情報メモリ８４を有している。
【００５５】
コネクタ８１は、ユーザ装置１のコネクタ１４に結合されるものである。コネクタ８１は
、コネクタ１４と同様に下りデータ端子、上りデータ端子、下りアドレス端子および上り
アドレス端子をそれぞれ有し、コネクタ１４への結合時にはこれらの端子が互いに電気的
に接触する。そして下りデータ端子（図４中の最上部に示された端子）および上りデータ
端子（図４中の上から２番目に示された端子）は、アドレス処理部８２にそれぞれ接続さ
れている。また下りアドレス端子（図４中の上から３番目に示された端子）および上りア
ドレス端子（図４中の上から４番目に示された端子）は、端末インタフェース部８３に接
続されている。
【００５６】
アドレス処理部８２は、コネクタ８１を介してユーザ装置１の下りアドレスバス１３ｃを
伝送される下りアドレス情報をモニタし、自カード内の端末インタフェース部８３に対応
付けられた宛先識別子（ DST ID）を検出した場合に、端末インタフェース部８３に下りデ
ータバス１３ａからのデータの入力および上りデータバス１３ｂへのデータの出力を行わ
せる。またアドレス処理部８２は、自カード内の端末インタフェース部８３に対応付けら
れた宛先識別子（ DST ID）を検出しているときに、その宛先識別子（ DST ID）に、カード
情報メモリ８４に記憶されている属性情報を付加してなる後述する上りアドレス情報を生
成し、これをコネクタ８１の上りアドレス端子に与える。
【００５７】
端末インタフェース部８３は、１つまたは複数の端末接続ポートを有し、この端末接続ポ
ートに接続された通信端末から出力される信号を上りアドレスバス１３ｂにて伝送するの
に適した形態のデータに変換したり、下りデータバス１３ａから入力したデータを端末接
続ポートに接続された通信端末に適した形態の信号に変換するなどのインタフェース処理
を行う。
【００５８】
なお端末インタフェースカード８としては、アナログ電話サービス、Ｎ－ＩＳＤＮサービ
ス、あるいはデータ通信サービスなどの種々のサービスに対応するものがそれぞれ用意さ
れるが、端末インタフェース部８３は、対応するサービスに応じてそれぞれ異なる処理を
行うものが設けられる。
【００５９】
カード情報メモリ８４は、自カードに関するメーカ名、仕様番号、提供できる通信サービ
ス種別等の属性情報が予め（例えば製造時に）書き込まれ、これを保持している。
【００６０】
図５はセンタ装置の詳細な構成を示す機能ブロック図である。
【００６１】
この図に示すようにセンタ装置３は、複数（ｊ個）の光ユーザ線終端部３１（ 31-1～ 31-j
）、複数（ｋ個）のネットワークインタフェース（ＩＦ）部３２（ 32-1～ 32-k）、クロス
コネクト部３３、電源部３４およびセンタ装置監視制御部３５を有している。
【００６２】
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光ユーザ線終端部３１にはそれぞれ、必要に応じて光ファイバネットワーク２が接続され
る。
【００６３】
さて光ユーザ線終端部３１は、光電気変換部３１１およびＴＤＭＡ処理部３１２を有する
。
【００６４】
光電気変換部３１１は、さらに光分岐結合器３１１ａ、光受信部３１１ｂおよび光送信部
３１１ｃを有している。
【００６５】
光分岐結合器３１１ａは、光ファイバネットワーク２を介して到来した上り光信号を光受
信部３１１ｂに与えるとともに、光送信部３１１ｃから出力される下り光信号を光ファイ
バネットワーク２へと送出する。
【００６６】
光受信部３１１ｂは、光分岐結合器３１１ａから与えられる上り光信号を電気信号（上り
電気信号）に変換してＴＤＭＡ処理部３１２へと与える。
【００６７】
光送信部３１１ｃは、ＴＤＭＡ処理部１２から与えられる下り電気信号を光信号（下り光
信号）に変換し、光分岐結合器３１１ａへと与える。
【００６８】
ＴＤＭＡ処理部３１２は、さらにフレーム同期部３１２ａ、フレーム終端部３１２ｂ、タ
イムスロット制御部３１２ｃ、メモリ部３１２ｄ、遅延制御部３１２ｅおよびフレーム生
成部３１２ｆを有している。
【００６９】
フレーム同期部３１２ａには、光受信部３１１ｂから与えられる上り電気信号が入力され
る。この上り電気信号は、後述するフォーマットでフレーム化されているので、フレーム
同期部３１２ａはその上り電気信号のフレーム同期をとり、フレーム先頭位置等を検出す
る。
【００７０】
フレーム終端部３１２ｂは、上り電気信号からペイロード情報およびオーバヘッド情報を
分離し、ペイロード情報をクロスコネクト部３３へ、またオーバヘッド情報をタイムスロ
ット制御部３１２ｃ、遅延制御部３１２ｅおよびセンタ装置監視制御部３５へとそれぞれ
与える。なおフレーム終端部３１２ｂは、ペイロード情報を、クロスコネクト部３３での
処理に適したデータ形式に変換した上でクロスコネクト部３３へ与える。
【００７１】
タイムスロット制御部３１２ｃは、メモリ部３１２ｄに記憶された後述する各種のテーブ
ルの情報により示されたフレームフォーマットに従い、フレーム終端部３１２ｂでの情報
分離のタイミング制御や、フレーム生成部３１２ｆでのフレーム化のタイミング制御を行
う。
【００７２】
遅延制御部３１２ｅは、ユーザ装置１毎に信号伝搬遅延時間を計測し、これに基いて、セ
ンタ装置３から個々に異なる距離に設置されるユーザ装置１から送出される上り光信号が
光ファイバネットワーク２上で衝突しないよう、各ユーザ装置１の送信タイミングを決定
し、この送信タイミングを各ユーザ装置１に指示するための遅延制御情報を生成し、フレ
ーム生成部３１２ｆへと与える。
【００７３】
フレーム生成部３１２ｆは、クロスコネクト部３３から与えられるペイロード情報、セン
タ装置監視制御部３５から与えられるオーバヘッド情報、遅延制御部３１２ｅから与えら
れるオーバヘッド情報（遅延制御情報）ならびに自己で発生するオーバヘッド情報をタイ
ムスロット制御部３１２ｃの制御の下に所定のタイムスロット配置でフレーム化して下り
電気信号を生成し、この下り電気信号を光電気変換部３１１の光送信部３１１ｃに与える
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。
【００７４】
ネットワークインタフェース部３２は、公衆交換電話網５、コンピュータ通信用パケット
通信ネットワーク６および専用線網７などの既存の通信網に必要に応じて接続される。そ
してネットワークインタフェース部３２は、クロスコネクト部３３から与えられるデータ
を、接続されているネットワークに応じたデータ形式または信号形式に変換して各ネット
ワークへと送出するとともに、各ネットワークを介して到来したデータや信号をクロスコ
ネクト部３３で処理するのに適したデータ形式に変換してクロスコネクト部３３に与える
。なお、ネットワークインタフェース部３２と各ネットワークとの間での通信方式として
は、ＳＤＨ（ Synchronous Digital Hierarchy ）方式を使用することもできる。
【００７５】
クロスコネクト部３３は、光ユーザ線終端部３１から時分割で与えられる複数の通信端末
からの上りデータをそれぞれ分離した上で、各上りデータをその送信先の通信端末を収容
するネットワークが接続された光ユーザ線終端部３１またはネットワークインタフェース
部３２へと出力する。またネットワークインタフェース部３２から与えられるデータを、
その送信先の通信端末を収容する光ファイバネットワーク２が接続された光ユーザ線終端
部３１へと出力する。なおクロスコネクト部３３は、同一の光ユーザ線終端部３１へと出
力する複数のデータをまとめ、所定の順序で時分割に出力する。
【００７６】
電源部３４は、例えば商用電源から電力供給を受けて、各部を駆動するための電力を生成
し、これを各部に供給する。
【００７７】
センタ装置監視制御部３５は、センタ装置３の各部を総括制御することでセンタ装置３と
しての動作を実現する。またセンタ装置監視制御部３５は、各ユーザ装置１との間での監
視制御情報の授受、装置内の故障管理や、折り返し試験等の制御などの監視処理も行う。
【００７８】
ところで、センタ装置監視制御部３５は例えばマイクロプロセッサなどを主制御回路とし
て有するものであり、上記のような制御処理や監視処理を行うための処理手段に加えて、
ユーザ構成管理手段３５ａ、 DST ID設定手段３５ｂ、 DST ID通知手段３５ｃおよび伝送帯
域割り当て手段３５ｄをソフトウエア処理により実現するものとなっている。
【００７９】
このうちユーザ構成管理手段３５ａは、各ユーザ装置１から送信された構成情報に基づき
、各ユーザ装置１の構成（そのユーザ装置１に装着されている端末インタフェースカード
８の属性や実装位置など）を管理しておく。 DST ID設定手段３５ｂは、ユーザ構成管理手
段３５ａによりユーザ装置１の構成に変化が生じたことが検出されたことに応じ、宛先識
別子（ DST ID）の新規設定や変更設定、あるいは無効化を行う。 DST ID通知手段３５ｃは
、 DST ID設定手段３５ｂにより新規設定や変更設定、あるいは無効化された宛先識別子（
DST ID）を、その宛先識別子（ DST ID）の設定対象を有したユーザ装置１に対して通知す
る。そして伝送帯域割り当て手段３５ｄは、ユーザ構成管理手段３５ａによりユーザ装置
１の構成に変化が生じたことが検出されたことに応じ、端末インタフェースカード８毎で
の伝送帯域の新規割り当てや変更割り当て、あるいは無効化を行う。
【００８０】
監視制御装置４は、例えばワークステーションを用いてなるものであり、当該通信システ
ム全体の監視制御を行う。一例として監視制御装置４は、
(1) ユーザ装置１の伝送帯域幅を３Ｂ（１Ｂは 64kb/sの伝送帯域）単位で増設・撤去する
等の設定・解除処理。
【００８１】
(2) 回線断、エラー等の監視処理。
【００８２】
(3) 各ユーザ装置１に対してのループバック処理。
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【００８３】
(4) 加入者情報（加入者名、サービス品目、回線容量等）の管理処理。
【００８４】
(5) 課金処理。
【００８５】
などを行う。
【００８６】
次に以上のように構成された通信システムの動作につき説明する。
【００８７】
まず、光ファイバネットワーク２においては、一本の光ファイバケーブルで同一光波長に
よる双方向伝送を可能とするため、下り方向はＴＤＭ（ Time Division Multiplexing）方
式、上り方向はＴＤＭＡ（ Time Division Multiple Access ）方式を採用している。
【００８８】
図６は光ファイバネットワーク２上の伝送フレームの構成を示す図である。
【００８９】
光ファイバネットワーク２上の伝送フレームは、１つの光ファイバネットワーク２に収容
されるユーザ装置１の最大数と同数（ここでは１６）のサブフレームをつなげてなるメイ
ンフレームの繰り返しによりなる。
【００９０】
サブフレームは、センタ装置３から各ユーザ装置１へ情報を伝送するための下りフレーム
と、センタ装置３とユーザ装置１との間での伝送遅延時間を計測するための遅延時間計測
フレーム（ DM）と、各ユーザ装置１からセンタ装置３へ情報を伝送するための上りフレー
ムとから構成される。遅延時間計測フレーム（ DM）は、下りフレームと上りフレームとの
間に設定されており、センタ装置３とユーザ装置１との間の許容最大距離を光信号が往復
するのに必要な時間分が少なくとも確保されている。
【００９１】
なお、このサブフレームはユーザ装置１の最大数と同数が設定されるが、ユーザ装置１の
それぞれと１対１で対応付けられるわけではなく、あるユーザ装置１に関するユーザ情報
などは、各サブフレームを用いて伝送される。すなわち、ユーザ情報の伝送周期は、サブ
フレームの周期として規定される。遅延時間計測フレーム（ DM）は、１つのサブフレーム
に１つだけが確保されるものであって、センタ装置３とユーザ装置１との間での伝送遅延
時間を計測は１サブフレームにつき１つのユーザ装置１についてのみしか行うことができ
ないので、メインフレームは、１つの光ファイバネットワーク２に接続された全てのユー
ザ装置１に関する伝送遅延時間の計測を行うための周期として設定されたものである。
【００９２】
さらに下りフレームおよび上りフレームは、いくつかのタイムスロットに分割されており
、各タイムスロットは、データ情報や監視制御用の情報等の伝送に使用される。
【００９３】
下りフレーム中には、ガードタイム（ GT）、プリアンブル（ PA）、フレーミングワード（
FW）、共通下り監視制御信号（ OAM COM ）、特定のユーザ装置１（識別番号をｎとする）
に対する個別下り監視制御信号（ OAMDn ）、複数（ｘ個）の下りパケット用タイムスロッ
ト（ TSD01 ～ TSDx）および特定のユーザ装置１に対するタイミングマネージメント（ TMn 
）のそれぞれが設定されている。また上りフレーム中には、特定のユーザ装置１に関する
タイミングレスポンス（ TRn ）、特定のユーザ装置１に関する上り監視制御信号（ OAMUn 
）、および複数（ｘ個）の上りパケット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）のそれぞれが
設定されている。
【００９４】
ガードタイム（ GT）は、下りフレームと、その前のサブフレームにおける上りフレームと
を分離するために使用される空き時間タイムスロットである。
【００９５】
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プリアンブル（ PA）は、ユーザ装置１においてバースト状に到達する下りフレームに対し
、位相同期と識別レベルの設定のために使用され、“１”、“０”交番信号が用いられる
。
【００９６】
フレーミングワード（ FW）は、フレーム同期を取るために使用され、固定のビットパター
ンである。このフレーミングワード（ FW）とプリアンブル（ PA）とは、下りフレームにお
けるオーバヘッドとして機能する。
【００９７】
共通下り監視制御信号（ OAM COM ）は、１つの光ファイバネットワーク２に接続された全
てのユーザ装置１に対する警報情報、監視情報および制御情報を同報的に伝送するために
使用するものであり、その詳細な構成を図７に示す。この図７に示すように共通下り監視
制御信号（ OAM COM ）は、サブフレームの番号（１～１６）を示し、サブフレームの番号
をユーザ装置１に通知するためのサブフレーム番号情報（ SFN ）、監視・制御のための実
際の監視制御情報（ OAMC）、および下り伝送路の誤り率監視に使用するもので、一つ前の
下りサブフレームでの BIP8値（ BIP8）からなる。なお監視制御情報（ OAMC）は、例えば、
全ユーザ装置１の停止、起動などを設定するものである。
【００９８】
個別下り監視制御信号（ OAMDn ）は、特定のユーザ装置１を個別に監視・制御するために
使用するものであり、その詳細な構成を図８に示す。この図８に示すように個別下り監視
制御信号（ OAMDn ）は、監視・制御の対象とするユーザ装置１の識別子（ UIDt）と、実際
の監視制御情報（ OAMO）とで構成される。なお監視制御情報（ OAMO）は、例えばユーザ装
置１の属性の読み出し指示、ユーザ装置１の起動・停止設定、ユーザ装置１での折り返し
試験設定・解除、ユーザ装置１に実装される各端末インタフェース部に関する属性の読み
出し指示、あるいは折り返し試験設定・解除などを行う。また、この個別下り監視制御信
号（ OAMDn ）は、１サブフレームにて１つのユーザ装置１に対して送信されるので、１メ
インフレームで１つの光ファイバネットワーク２に接続された全ユーザ装置１に対しての
送信が完了するものとなっている。
【００９９】
下りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）はそれぞれ、下りのユーザ情報を含んだ
下りパケットを伝送するために使用されるものであり、この下りパケット用タイムスロッ
ト（ TSD01 ～ TSDx）を用いて伝送される下りパケットの詳細な構成を図９に示す。この図
９に示すように下りパケットは、ユーザ装置１に装着された端末インタフェースカード８
が有する端末接続用のポートまで特定できる宛先識別子 (DST ID)、当該下りパケットの長
さを上りパケットの長さに合わせるためのスタッフバイト（ BUFF：すべて“０”を挿入す
る）、Ｂ単位の監視制御に使用する監視制御情報（ OAMB）、直後のユーザ情報（ INFO）の
種別を示す種別情報（ INFFLG）およびユーザ情報（ INFO）から構成される。
【０１００】
タイミングマネージメント（ TMn ）は、遅延制御のための各種情報をセンタ装置３からユ
ーザ装置１に通知するために使用されるものであり、その詳細な構成を図１０に示す。こ
の図１０に示すようにタイミングマネージメント（ TMn ）は、ユーザ装置１の構成に応じ
てセンタ装置３により可変的に割り当てられる可変ユーザ識別子（ UIDt）、遅延制御の状
態（制御中／制御終了）、遅延補正時間あるいはタイミングレスポンス（ TRn ）の送出タ
イミングを示す遅延制御情報（ TDMA CNT）、ユーザ装置１に対して固定的に割り当てられ
ている固定ユーザ識別子（ UIDp）、および誤り検出のための誤り訂正符号（ CRC ）から構
成される。
【０１０１】
ところで、遅延制御の調整残および外的要因による遅延時間の変動のために、各ユーザ装
置１からセンタ装置３に到着する信号の位相はユーザ装置１により異なる。また、伝送路
の損失ばらつき、部品のばらつきなどにより、センタ装置３に到着する信号の振幅もユー
ザ装置１により異なる。そこで図１１乃至図１３に示すように上りの各タイムスロットに
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は、位相同期と識別閾値の調整を行うためのプリアンブル（ PA）と、バイト同期をとるた
めの固有のユニークワード（ UW）とが設定されている。また上り信号同士の衝突を防ぐた
めに、タイミングレスポンス（ TRn ）と上りパケット用タイムスロットにはガードタイム
（ GT）がタイムスロットの先頭に設定されている。ただし、遅延制御とユーザ装置１での
送信レベル調整とを高精度で行えば、プリアンブル（ PA）およびガードタイム（ GT）は省
略可能である。
【０１０２】
さてタイミングレスポンス (TRn) は、遅延制御のための各種情報をユーザ装置１からセン
タ装置３に通知するために使用されるものであり、その詳細な構成を図１１に示す。この
図１１に示すようにタイミングレスポンス (TRn) は、前述したプリアンブル（ PA）および
ユニークワード（ UW）の他に、送信元のユーザ装置１に割り当てられた固定ユーザ識別子
（ UIDp）、送信元のユーザ装置１の構成情報（ ATTR）、および誤り検出のための誤り訂正
符号（ CRC ）から構成される。
【０１０３】
上り監視制御信号（ OAMUn ）は、ユーザ装置故障や伝送路誤り率などの警報や状態をセン
タ装置３に通知するために使用されるものであり、その詳細な構成を図１２に示す。この
図１２に示すように上り監視制御信号（ OAMUn ）は、前述したガードタイム（ GT）、プリ
アンブル（ PA）およびユニークワード（ UW）の他に、秘話制御用のコード（ EC）、および
ユーザ装置故障や伝送路誤り率などの警報や状態を示した監視制御情報（ OAMO）から構成
される。
【０１０４】
上りパケット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）はそれぞれ、上りのユーザ情報を含んだ
上りパケットを伝送するために使用されるものであり、この上りパケット用タイムスロッ
ト（ TSU01 ～ TSUx）を用いて伝送される上りパケットの詳細な構成を図１３に示す。この
図１３に示すように上りパケットは、前述したガードタイム（ GT）、プリアンブル（ PA）
およびユニークワード（ UW）の他に、Ｂ単位（１Ｂは 64kb/sの伝送帯域）の監視制御に使
用する監視制御情報（ OAMB）、直後のユーザ情報（ INFO）の種別を示す種別情報（ INFFLG
）およびユーザ情報（ INFO）から構成される。なお、種別情報（ INFFLG）は、省略するこ
とも可能である。
【０１０５】
なお、１つのサブフレーム内での下りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）および
上りパケット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）のそれぞれは、１つのパケット用タイム
スロットを使用して３Ｂ（６４ kbit/s）のユーザ情報を伝送可能としてある。すなわち、
サブフレームの周期を１ msecとするならば、１つのパケット用タイムスロットには１９２
bit （２４ byte）のユーザ情報をのせることを可能とする。これにより、ユーザ装置１の
下りデータバス１３ａおよび上りデータバス１３ｂでの１グループ分のユーザ情報を、下
りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）および上りパケット用タイムスロット（ TS
U01 ～ TSUx）の１つを用いて伝送することができる。
【０１０６】
さて、この通信システムに新規に加入するユーザは、例えばサービス提供者に依頼してい
ずれかの光ファイバネットワーク２における光分岐器からユーザ装置１の設置位置まで光
ファイバを敷設してもらい、この光ファイバにユーザ装置１を接続する。
【０１０７】
一方サービス提供者は、このような新規加入が申し込まれた場合、新たに設置されるユー
ザ装置１に対して固定ユーザ識別情報（ UIDp）を割り当て、これをセンタ装置３や監視制
御装置４に登録するとともに、ユーザに対して通知する。ユーザはこのように固定ユーザ
識別情報（ UIDp）の通知を受けると、これをユーザ装置１に登録する。または、サービス
提供者は、ユーザ装置に対してＵＩＤｐを予め割り当てておき、これを製造メーカ等がユ
ーザ装置１に登録しておく。ユーザはサービス開始に先立ち、使用するユーザ装置のＵＩ
Ｄｐをサービス提供者に通知する。サービス提供者は通知されたＵＩＤｐをセンタ装置や
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監視制御装置に登録する。
【０１０８】
このようにして、ユーザ装置１が本通信システムに収容されて行く。
【０１０９】
そして収容されたユーザ装置１は、割り当てられたサブフレームを用い、センタ装置３と
の間で必要な情報の授受を行う。
【０１１０】
（遅延制御）
ところで、１つの光ファイバネットワーク２に接続された各ユーザ装置１から光分岐器ま
での距離は不定であり、おのおの異なる。このため各ユーザ装置１から送信された上り光
信号が光分岐器に到達するのに要する時間は各ユーザ装置１でそれぞれ異なり、図６に示
したタイミングで各ユーザ装置１が上り光信号の送信を行うと、光分岐器において衝突が
生じてしまう恐れがある。
【０１１１】
そこで、次のような遅延制御を行って、光分岐器において各光信号のタイミングが図６に
示すタイミングとなるようにする。
【０１１２】
すなわちまずセンタ装置３においてセンタ装置監視制御部３５は、タイミングマネージメ
ント（ TMn ）に、遅延制御情報（ TDMA CNT）に遅延制御の状態が制御中である旨の情報を
挿入するとともに、遅延制御が完了していないユーザ装置１に割り当てられた固定ユーザ
識別子（ UIDp）を挿入し、光ファイバネットワーク２に送信する。
【０１１３】
ユーザ装置１においてユーザ装置監視制御部１７は、各サブフレームのうちの下りフレー
ムを監視しており、タイミングマネージメント（ TMn ）にて上述のように、遅延制御情報
（ TDMA CNT）に遅延制御の状態が制御中である旨の情報が挿入され、かつ自局に割り当て
られた固定ユーザ識別子（ UIDp）が挿入されていることを検出したならば、タイミングレ
スポンス（ TRn ）をフレーム生成部１２ｄに生成させる。このタイミングレスポンス（ TR
n ）は、タイムスロット制御部１２ｃの制御により、タイミングマネージメント（ TMn ）
が終了するのと同時にフレーム生成部１２ｄから出力される。また遅延制御部１２ｅは、
タイミングマネージメント（ TMn ）の遅延制御情報（ TDMA CNT）にて遅延制御の状態が制
御中である旨が示されていたならば、遅延部１２ｆの遅延量を“０”に設定する。従って
、タイミングレスポンス（ TRn ）は、タイミングマネージメント（ TMn ）が終了するのと
同時に上り光信号として光ファイバネットワーク２へと送信される。
【０１１４】
センタ装置３では、遅延制御中であるユーザ装置１から送信されたタイミングレスポンス
（ TRn ）を受信すると遅延制御部３１２ｅは、同一サブフレームにてタイミングマネージ
メント（ TMn ）の送信が終了した時点から上記タイミングレスポンス（ TRn ）が受信され
るまでの時間を計測し、この計測した時間に基づいて当該ユーザ装置１における送信タイ
ミングを指定するための遅延時間を計算する。
【０１１５】
すなわち図１４に示すように、タイミングマネージメント（ TMn ）は、遅延ＤＡを受けて
ユーザ装置１に到達する。このタイミングマネージメント（ TMn ）がユーザ装置１で受信
できなくなった時点にユーザ装置１からタイミングレスポンス（ TRn ）が送信されるが、
このタイミングレスポンス（ TRn ）は遅延ＤＢを受けてセンタ装置３に到達する。この結
果、タイミングマネージメント（ TMn ）の送信が終了した時点から上記タイミングレスポ
ンス（ TRn ）が受信されるまでの時間はＴＡとなり、これがセンタ装置３の遅延制御部３
１２ｅにて計測される。
【０１１６】
さて、実際にユーザ情報を伝送する通常状態では、センタ装置３においてタイミングレス
ポンス（ TRn ）が、遅延時間計測フレーム（ DM）の終了時点に受信が開始されるタイミン
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グ（図中に破線で示したタイミング）が正規のタイミングである。つまり遅延制御時にお
けるセンタ装置３でのタイミングレスポンス（ TRn ）の受信タイミングは、ＴＢなる時間
に亙って進んでいることになる。
【０１１７】
従って通常時においては、タイミングマネージメント（ TMn ）の受信が終了してから時間
ＴＢが経過した時点にユーザ装置１からタイミングレスポンス（ TRn ）を上り光信号とし
て送信すれば、それが遅延ＤＢを受けることで、センタ装置３での受信タイミングが遅延
時間計測フレーム（ DM）の終了時点に一致することになる。
【０１１８】
つまり、ユーザ装置３の遅延部１２ｆにおいて、上記時間ＴＢに亙る遅延をフレーム生成
部１２ｄから与えられる上り電気信号に与えることにより、センタ装置３での上り光信号
の受信タイミングを図６に示すタイミングとすることができ、衝突が避けられる。
【０１１９】
ここで時間ＴＢは、遅延時間計測フレーム（ DM）に割り当てられた時間から時間ＴＡを減
じた時間に相当する。従ってセンタ装置３の遅延制御部３１２ｅでは、遅延時間計測フレ
ーム（ DM）に割り当てられた時間から計測した時間ＴＡを減算することによってユーザ装
置１で遅延すべき時間ＴＢを求めることができる。
【０１２０】
具体的には、遅延時間計測フレーム（ DM）に割り当てられた時間を受信カウンタにプリセ
ットしておき、この受信カウンタをタイミングレスポンス（ TRn ）が到着するまでダウン
カウントすれば、このダウンカウント値が時間ＴＢとなる。
【０１２１】
そしてセンタ装置３の遅延制御部３１２ｅは、時間ＴＢの算出が終了したならば、次のメ
インフレーム後におけるタイミングマネージメント（ TMn ）内に上記時間ＴＢを遅延補正
時間として書き込み、ユーザ装置１に通知する。
【０１２２】
これを受けた該当するユーザ装置１では、タイミングマネージメント（ TMn ）内に書かれ
た遅延補正時間ＴＢを遅延制御部１２ｅが認識し、以降においてはフレーム生成部１２ｄ
から与えられる上り電気信号に時間ＴＢに亙る遅延を与えるように遅延部１２ｆを制御す
る。そしてこの状態でユーザ装置１は、タイミングレスポンス（ TRn ）を送出する。
【０１２３】
そうするとセンタ装置３では、上記ユーザ装置１のタイミングレスポンス（ TRn ）の到来
タイミングが所定のタイミングとなったことを確認し、遅延制御を終了する。そして遅延
制御を終了した場合にセンタ装置３では、遅延制御部３１２ｅが、次のメインフレームに
おける遅延制御情報（ TDMA CNT）にて遅延制御の状態が制御終了である旨を示す。
【０１２４】
このように遅延制御が終了した旨の通知を受けたならばユーザ装置１は、タイミングレス
ポンス（ TRn ）の他に上りパケット用タイムスロットを含んだ上りフレームを送出する。
そうするとセンタ装置３は、この上りパケット用タイムスロットを含んだ上りフレームを
確認してユーザ装置１とセンタ装置３との間の同期が確立したことを確認し、ユーザ装置
１に通知する。これらの確認が終了してはじめて、サービスを開始する。
【０１２５】
このような遅延制御により、各ユーザ装置１から送信されるデータは、光分岐器において
衝突をすることなく、センタ装置３で正常に受信することが可能となる。
【０１２６】
（プラグ・アンド・プレイ）
ところで、ユーザ装置１には複数の通信端末を接続することが可能であり、１サブフレー
ム内の伝送帯域幅を越えない範囲で、複数の通信端末による同時通信を可能とするものと
なっている。
【０１２７】
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通信端末を接続するための端末インタフェースカード８は、ユーザ装置１に対して着脱可
能となっていて、接続される通信端末の種別にそれぞれ応じた複数種類のものが用意され
ている。従ってユーザは、接続しようとする通信端末に応じた端末インタフェースカード
８を入手し、これをユーザ装置１に装着する。
【０１２８】
本通信システムでは、ユーザ装置１での端末インタフェースカード８の装着状態をセンタ
装置３にて自動認識し、その端末インタフェースカード８を介しての通信を実現するプラ
グ・アンド・プレイ処理を以下のようにして行う。
【０１２９】
まずユーザ装置１では、所定の端末インタフェーススキャンタイミング（例えば、起動時
およびそれ以降の所定時間毎）で、端末インタフェースカード８をスキャンし、装着され
ている端末インタフェースカード８の数量、属性（メーカ名、仕様番号、提供できるサー
ビス種別等）および実装位置アドレスを調査しておく。
【０１３０】
まず、コネクタ１４にはそれぞれ物理アドレスが設定されており、この物理アドレスは、
図示しないピンの電圧などにより物理的に装着された端末インタフェースカード８に通知
されるものとなっている。そして端末インタフェースカード８は、装着先のコネクタ１４
の物理アドレスの通知を受けると、これを自己の物理アドレスとしてのカード番号に設定
する。このカード番号は、カード情報メモリ８４に格納される。
【０１３１】
さて、サービス多重分離部１３のアドレス処理部１３ｅは、所定の端末インタフェースス
キャンタイミングになると、各コネクタ１４の物理アドレス（そのコネクタに装着された
端末インタフェースカード８のカード番号）を、１グループ毎（ 1132msec毎）に下りアド
レスバス１３ｃに出力する。
【０１３２】
各端末インタフェースカード８のアドレス処理部８２は、下りアドレスバス１３ｃを監視
しており、自己の物理アドレスを検出した場合には、カード番号、カード内チャネル番号
、カードＩＤ－ｋ、サービスＩＤ、インタフェースコントロールおよび情報ＮＵＬＬ表示
よりなる図１５に示すような構成の上りアドレス情報を上りアドレスバス１３ｄへと出力
する。なお、下りアドレス情報もこの図１５に示す構成を持つ。
【０１３３】
ここでカード内チャネル番号は、端末インタフェース部８３が複数の端末接続ポートを有
する場合に、それらのおのおのを識別するために利用する。サービスＩＤは、当該端末イ
ンタフェースカード８が対応するサービス（例えばアナログ電話サービスやＮ－ＩＳＤＮ
サービスなど）を識別するために利用する。カードＩＤは、製造メーカ名や仕様の版数な
どを示す。このカードＩＤは、一般に数バイト程度の情報となり、一度に流すとバス幅を
無用に大きくするため、スタートバイト、シート ID-k（ｋ＝１，２，…ｎ）のｎ回、スト
ップバイトの合計（ｎ＋２）回程度に分けて転送することが可能である。インタフェース
コントロールは、当該端末インタフェースカード８に関する制御情報や警報情報の転送に
利用する。情報ＮＵＬＬ表示は、当該端末インタフェースカード８から上りデータバス１
３ｂに出力する情報のないこと、または下りデータバス１３ａから当該端末インタフェー
スカード８に出力する情報のないことを示すのに利用する。
【０１３４】
なお、上記で端末インタフェースカード８のアドレス処理部８２が出力する上りアドレス
情報では、情報ＮＵＬＬ表示を利用して、データには何も出力していないことを示してお
く。
【０１３５】
さて、上述のような上りアドレス情報を受けるとユーザ装置１のアドレス処理部１３ｅは
、この上りアドレス情報に含まれた情報のうちの必要な情報をユーザ装置監視制御部１７
に与える。
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【０１３６】
ユーザ装置監視制御部１７では、各コネクタ１４への端末インタフェースカード８の装着
状況および装着されている端末インタフェースカード８の属性などを管理しており、新た
にアドレス処理部１３ｅから与えられた情報から新たな装着状況を判定し、これを既に管
理している装着状況と照合することで新たに装着された端末インタフェースカード８や取
り外された端末インタフェースカード８、あるいは交換された端末インタフェースカード
８がある場合には、それを検出する（端末インタフェース検出手段１７ａ）。また、ここ
で端末インタフェースカード８の新規装着、取り外し、あるいは交換が検出された場合に
は、それらに関係する端末インタフェースカード８の属性等を詳細に認識し（端末インタ
フェース認識手段１７ｂ）、管理情報を更新する。
【０１３７】
((サービス開始時のプラグ・アンド・プレイ処理 ))
ここでまず、新たにサービスの提供を開始すべきユーザ装置１（以下、 1-n とする）が存
在するときに、このユーザ装置 1-n に装着された端末インタフェースカード８に関して行
われるプラグ・アンド・プレイ処理の手順につき、図１６に示すシーケンス図を参照して
説明する。
【０１３８】
まず、新たにサービスの提供を開始すべきユーザ装置 1-n が存在するときにセンタ装置３
においてセンタ装置監視制御部３５は、そのユーザ装置 1-n に対して割り当てられた固定
ユーザ識別子（ UIDp）を書き込んだタイミングマネージメント（ TMn ）を、そのユーザ装
置 1-n が接続されている光ファイバネットワーク２に対応する光ユーザ線終端部３１のフ
レーム生成部３１２ｆに生成させ、送信させる（Ｓ１）。これにより、前述した遅延制御
処理が開始される。
【０１３９】
ユーザ装置 1-n でユーザ装置監視制御部１７は、自局の固定ユーザ識別子（ UIDp）が書き
込まれたタイミングマネージメント（ TMn ）がフレーム終端部１２ｂから与えられると、
自局にタイミングレスポンス（ TRn ）の送信要求が与えられたことを認識する。そしてユ
ーザ装置監視制御部１７は、自局の固定ユーザ識別子（ UIDp）および、端末インタフェー
スカード８に関する管理情報および自装置自体の属性情報に基づいて生成した構成情報（
ATTR）を挿入したタイミングレスポンス（ TRn ）をフレーム生成部１２ｄに生成させ、タ
イミングマネージメント（ TMn ）の終了と同時に出力させる。このとき、前述したように
遅延部１２ｆの遅延量は“０”に設定されており、タイミングレスポンス（ TRn ）はタイ
ミングマネージメント（ TMn ）の終了後、即座に上り光信号として光ファイバネットワー
ク２へと送信される（Ｓ２）。
【０１４０】
センタ装置３では、上述のようにユーザ装置 1-n から送信されたタイミングレスポンス（
TRn ）を受信すると、センタ装置監視制御部３５が、Ｓ１で送信したタイミングマネージ
メント（ TMn ）に示した固定ユーザ識別子（ UIDp）と、タイミングレスポンス（ TRn ）に
示された固定ユーザ識別子（ UIDp）との照合によりユーザの認証を行う。また、構成情報
（ ATTR）の内容から該当ユーザ装置 1-n にどのような種類の端末インタフェースカード８
が、それぞれどれだけの数量が装着されているかを認識し、これをユーザ装置 1-n に関す
る管理情報として登録する（ユーザ構成管理手段３５ａ）。
【０１４１】
またセンタ装置監視制御部３５は、上記認識した情報に基づいてユーザ装置 1-n に装着さ
れた各端末インタフェースカード８が有する端末接続ポートをそれぞれ判定し、それらを
おのおの識別できる宛先識別子（ DST ID）を割り当てる（ DST ID設定手段３５ｂ）。さら
にセンタ装置監視制御部３５は、上記割り当てた宛先識別子（ DST ID）の全てを含んだ、
ユーザ装置 1-n に対する可変ユーザ識別子（ UIDt）を生成する。ここで可変ユーザ識別子
（ UIDt）は、装着された各端末インタフェースカード８が有する端末接続ポートのそれぞ
れに割り当てられた宛先識別子（ DST ID）の全てを含んだものであるので、端末インタフ
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ェースカード８の装着状況に応じて変化するのであり、この点でユーザ装置１に対して固
定的に割り当てられている固定ユーザ識別子（ UIDp）とは異なっている。なお、ここで割
り当てた各宛先識別子（ DST ID）および可変ユーザ識別子（ UIDt）は、ユーザ装置 1-n に
関する管理情報に含めて管理しておく。
【０１４２】
さらに、センタ装置監視制御部３５は、ユーザ装置 1-n に装着された各端末インタフェー
スカード８が有する端末接続ポートのそれぞれに対する伝送帯域の割り当てを行う（伝送
帯域割り当て手段３５ｄ）。この伝送帯域の割り当て処理は、サブフレームに設定された
下りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）および上りパケット用タイムスロット（
TSU01 ～ TSUx）を、各端末接続ポートに接続された通信端末に関するユーザ情報の伝送の
ために割り当てる処理であり、その詳細については後述する。
【０１４３】
一方、センタ装置３の遅延制御部３１２ｅでは、前述した遅延制御のための遅延補正時間
の算出が行われる。
【０１４４】
そしてセンタ装置監視制御部３５は、次のメインフレームにおいて、ユーザ装置 1-n に新
たに割り当てた可変ユーザ識別子（ UIDt）、算出された遅延補正時間を示した遅延制御情
報（ TDMA CNT）、ユーザ装置 1-n に割り当てられた宛先識別子（ DST ID）をそれぞれ書き
込んだタイミングマネージメント（ TMn ）を、フレーム生成部３１２ｆに生成させ、送信
させる（Ｓ３： DST ID通知手段３５ｃ）。
【０１４５】
このようにしてセンタ装置３から送信されたタイミングマネージメント（ TMn ）を受ける
とユーザ装置 1-n においてユーザ装置監視制御部１７は、装着された各端末インタフェー
スカード８が有する端末接続ポートのそれぞれに割り当てられた宛先識別子（ DST ID）お
よび自局に割り当てられた可変ユーザ識別子（ UIDt）をそれぞれ認識し、それぞれ記憶し
ておく。なお宛先識別子（ DST ID）は、それぞれ割り当て先の端末インタフェースカード
８に対応付けて記憶しておく。
【０１４６】
またユーザ装置 1-n では、遅延制御部１２ｅがタイミングマネージメント（ TMn ）に書き
込まれていた遅延制御情報（ TDMA CNT）に示されている遅延補正時間に基づいて、遅延部
１２ｆでの遅延量を制御する。そして以降、Ｓ４～Ｓ７で示すように、ユーザ装置 1-n と
センタ装置３との間で、タイミングレスポンス（ TRn ）、下りフレーム、上りフレーム、
および下りフレームの授受が順次行われ、“遅延制御”にて前述した処理が行われたのち
、ユーザ装置 1-n にて通信サービスの提供を受けることが可能となる。
【０１４７】
((サービス変更時のプラグ・アンド・プレイ処理 ))
さて、ユーザ装置１においては、上述のような初期のプラグ・アンド・プレイ処理により
通信サービスの提供が開始され、運用状態にあっても、端末インタフェースカード８の新
規の装着、取り外し、あるいは交換をユーザが任意に行うことができる。
【０１４８】
そして、このような端末インタフェースカード８の新規の装着、取り外し、あるいは交換
に対応するために、運用中のユーザ装置１に関してプラグ・アンド・プレイ処理を行うも
のとなっており、以下にこの際のプラグ・アンド・プレイ処理の手順につき、図１７に示
すシーケンス図を参照して説明する。
【０１４９】
まずユーザ装置 1-n のユーザ装置監視制御部１７では、装着されている端末インタフェー
スカード８の数量、属性および実装位置アドレスの調査と、その調査結果に応じての管理
情報の更新を定期的に行っているので、これにより端末インタフェースカード８の新規の
装着、取り外し、あるいは交換が行われている場合には、それが行われたのちの端末イン
タフェースカード８の装着状況が管理されている（端末インタフェース検出手段１７ａお
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よび端末インタフェース認識手段１７ｂ）。
【０１５０】
そしてユーザ装置監視制御部１７は各メインフレーム中で、下りフレーム（Ｓ１１）のの
ちの上りフレーム（Ｓ１２）を送信する度に、その上りフレーム中のタイミングレスポン
ス（ TRn ）に端末インタフェースカード８の最新の装着状況に基づいた構成情報（ ATTR）
を挿入する（構成情報送信手段１７ｃ）。ここで、端末インタフェースカード８の装着状
況に変化が生じているのであれば、構成情報（ ATTR）は変化後の装着状況を通知する情報
となり、装着状況の変化内容が自動的にセンタ装置３へ伝えられることになる。
【０１５１】
一方、センタ装置３ではタイミングレスポンス（ TRn ）を受信すると、センタ装置監視制
御部３５が、構成情報（ ATTR）の内容が前回受信した内容に対して変化しているか否かを
比較する。そして変更があることを確認した場合には、センタ装置監視制御部３５はユー
ザ装置 1-n に関する管理情報を更新する（ユーザ構成管理手段３５ａ）。
【０１５２】
またセンタ装置監視制御部３５は、上記認識した情報に基づいてユーザ装置 1-n に装着さ
れた各端末インタフェースカード８が有する端末接続ポートをそれぞれ判定し、取り外さ
れた端末インタフェースカード８に割り当てられていた宛先識別子（ DST ID）および伝送
帯域を開放し、また新たに装着された端末インタフェースカード８が有する端末接続ポー
トのそれぞれに宛先識別子（ DST ID）および伝送帯域を割り当てる（ DST ID設定手段３５
ｂおよび伝送帯域割り当て手段３５ｄ）。さらにセンタ装置監視制御部３５は、上記宛先
識別子（ DST ID）の開放および新規割り当てを行ったのちにおいてユーザ装置 1-n に関し
て割り当てられた宛先識別子（ DST ID）の全てを含んだ可変ユーザ識別子（ UIDt）を生成
する。なお、ここで割り当てた各宛先識別子（ DST ID）および可変ユーザ識別子（ UIDt）
は、ユーザ装置 1-n に関する管理情報に含めて管理しておく。
【０１５３】
そしてセンタ装置監視制御部３５は、次のメインフレームにおいて、ユーザ装置 1-n に新
たに割り当てた可変ユーザ識別子（ UIDt）およびユーザ装置 1-n に割り当てられた宛先識
別子（ DST ID）をそれぞれ書き込んだタイミングマネージメント（ TMn ）を、フレーム生
成部３１２ｆに生成させ、送信させる（Ｓ１３： DST ID通知手段３５ｃ）。
【０１５４】
このようにしてセンタ装置３から送信されたタイミングマネージメント（ TMn ）を受ける
とユーザ装置 1-n においてユーザ装置監視制御部１７は、装着された各端末インタフェー
スカード８が有する端末接続ポートのそれぞれに割り当てられた宛先識別子（ DST ID）お
よび自局に割り当てられた可変ユーザ識別子（ UIDt）をそれぞれ認識し、それぞれ記憶し
ておく。
【０１５５】
続いてユーザ装置 1-n のユーザ装置監視制御部１７は、交換または追加された端末インタ
フェースカード８用に新たに指定を受けた上りパケット用タイムスロットを含んだ上りフ
レームをフレーム生成部１２ｄに生成させ、送出する（Ｓ１４）。そうするとセンタ装置
３のセンタ装置監視制御部３５では、この上りパケット用タイムスロットを含んだ上りフ
レームを調べ、変化があった端末インタフェースカード８に関するパケット用タイムスロ
ットが指定通りに使用されているか否かを確認することで、変化があった端末インタフェ
ースカード８の同期確立を確認する。そして同期が確立したならばセンタ装置監視制御部
３５は、次のメインフレームにおいて、ユーザ装置 1-n へと同期が確立した旨を通知する
（Ｓ１５）。
【０１５６】
こののち、ユーザ装置 1-n の変更部分にて通信サービスの提供を受けることが可能となる
。
【０１５７】
((課金が必要な場合におけるサービス開始時のプラグ・アンド・プレイ処理 ))
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ここまででは、ユーザ装置１に装着された端末インタフェースカード８に対し、そのユー
ザ装置１に割り当てられた伝送帯域幅を越えない範囲であれば、無条件にサービスを提供
するようにしたプラグ・アンド・プレー処理について説明している。
【０１５８】
しかしながらこの種の通信システムの場合、通信サービスの提供に課金をする場合があり
、かつユーザとの契約内容により、使用可能な伝送帯域幅に制限をかける場合がある。
【０１５９】
そこで以下に、このように課金および使用伝送帯域幅の制限を行う場合において、ユーザ
装置 1-n に装着された端末インタフェースカード８に関して行われるプラグ・アンド・プ
レイ処理の手順につき、図１８に示すシーケンス図を参照して説明する。
【０１６０】
このような場合のユーザ装置１毎の契約内容の管理や課金処理は、監視制御装置４により
行う。そこで監視制御装置４には、各ユーザ装置１に割り当てられた固定ユーザ識別子（
UIDp）と、各ユーザ装置１毎の契約内容とを互いに対応付けて登録しておく。
【０１６１】
新たにサービスの提供を開始すべきユーザ装置 1-n が存在するとき、監視制御装置４は、
そのユーザ装置 1-n に対して割り当てられた固定ユーザ識別子（ UIDp）をセンタ装置３に
対して通知する（Ｓ２１）。
【０１６２】
センタ装置３のセンタ装置監視制御部３５は、監視制御装置４から固定ユーザ識別子（ UI
Dp）の通知を受けると、この固定ユーザ識別子（ UIDp）を書き込んだタイミングマネージ
メント（ TMn ）を、その固定ユーザ識別子（ UIDp）が割り当てられたユーザ装置 1-n が接
続されている光ファイバネットワーク２に対応する光ユーザ線終端部３１のフレーム生成
部３１２ｆに生成させ、送信させる（Ｓ２２）。これにより、前述した遅延制御処理が開
始される。
【０１６３】
ユーザ装置 1-n でユーザ装置監視制御部１７は、自局の固定ユーザ識別子（ UIDp）が書き
込まれたタイミングマネージメント（ TMn ）がフレーム終端部１２ｂから与えられると、
自局にタイミングレスポンス（ TRn ）の送信要求が与えられたことを認識する。そしてユ
ーザ装置監視制御部１７は、自局の固定ユーザ識別子（ UIDp）および、端末インタフェー
スカード８に関する管理情報および自装置自体の属性情報に基づいて生成した構成情報（
ATTR）を挿入したタイミングレスポンス（ TRn ）をフレーム生成部１２ｄに生成させ、タ
イミングマネージメント（ TMn ）の終了と同時に出力させる。このとき、前述したように
遅延部１２ｆの遅延量は“０”に設定されており、タイミングレスポンス（ TRn ）はタイ
ミングマネージメント（ TMn ）の終了後、即座に上り光信号として光ファイバネットワー
ク２へと送信される（Ｓ２３）。
【０１６４】
センタ装置３では、上述のようにユーザ装置 1-n から送信されたタイミングレスポンス（
TRn ）を受信すると、遅延制御部３１２ｅで、前述した遅延制御のための遅延補正時間の
算出が行われる。
【０１６５】
一方、センタ装置監視制御部３５は、Ｓ２２で送信したタイミングマネージメント（ TMn 
）に示した固定ユーザ識別子（ UIDp）と、タイミングレスポンス（ TRn ）に示された固定
ユーザ識別子（ UIDp）との照合によりユーザの認証を行う。またセンタ装置監視制御部３
５は、構成情報（ ATTR）の内容から該当ユーザ装置 1-n にどのような種類の端末インタフ
ェースカード８が、それぞれどれだけの数量が装着されているかを認識し、これをユーザ
装置 1-n に関する管理情報として登録する（ユーザ構成管理手段３５ａ）。
【０１６６】
そしてセンタ装置監視制御部３５は、ユーザ認証が完了した旨と取得した構成情報（ ATTR
）とを監視制御装置４に対して通知する（Ｓ２４）。
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【０１６７】
監視制御装置４では、上記Ｓ２４の通知を受けると、構成情報（ ATTR）が示すユーザ装置
1-n の構成が予め契約したサービス内容に適合しているかどうかを調べた上で、該当ユー
ザ装置 1-n に装着された各端末インタフェースカード８に割り当てる帯域量を契約内容に
沿って決定し、センタ装置３に通知する（Ｓ２５）。
【０１６８】
センタ装置３では上記Ｓ２５の通知を受けると、センタ装置監視制御部３５が、その通知
された帯域設定の内容に沿って、各端末インタフェースカード８が有する端末接続ポート
のそれぞれに対する伝送帯域の割り当てを行う（伝送帯域割り当て手段３５ｄ）。またセ
ンタ装置監視制御部３５は、ユーザ装置 1-n に装着された各端末インタフェースカード８
が有する端末接続ポートのそれぞれに、宛先識別子（ DST ID）を割り当てる（ DST ID設定
手段３５ｂ）。さらにセンタ装置監視制御部３５は、上記割り当てた宛先識別子（ DST ID
）の全てを含んだ、ユーザ装置 1-n に対する可変ユーザ識別子（ UIDt）を生成する。
【０１６９】
そしてセンタ装置監視制御部３５は、次のメインフレームにおいて、ユーザ装置 1-n に新
たに割り当てた可変ユーザ識別子（ UIDt）、算出された遅延補正時間を示した遅延制御情
報（ TDMA CNT）、ユーザ装置 1-n に割り当てられた宛先識別子（ DST ID）をそれぞれ書き
込んだタイミングマネージメント（ TMn ）を、フレーム生成部３１２ｆに生成させ、送信
させる（Ｓ２６： DST ID通知手段３５ｃ）。
【０１７０】
このようにしてセンタ装置３から送信されたタイミングマネージメント（ TMn ）を受ける
とユーザ装置 1-n においてユーザ装置監視制御部１７は、装着された各端末インタフェー
スカード８が有する端末接続ポートのそれぞれに割り当てられた宛先識別子（ DST ID）お
よび自局に割り当てられた可変ユーザ識別子（ UIDt）をそれぞれ認識し、それぞれ記憶し
ておく。なお宛先識別子（ DST ID）は、それぞれ割り当て先の端末インタフェースカード
８に対応付けて記憶しておく。
【０１７１】
またユーザ装置 1-n では、遅延制御部１２ｅがタイミングマネージメント（ TMn ）に書き
込まれていた遅延制御情報（ TDMA CNT）にて示されている遅延補正時間に基づいて、遅延
部１２ｆでの遅延量を制御する。そしてこの状態でユーザ装置１は、タイミングレスポン
ス（ TRn ）を送出する（Ｓ２７）。
【０１７２】
そうするとセンタ装置３のセンタ装置監視制御部３５では、ユーザ装置 1-n から送信され
たタイミングレスポンス（ TRn ）の到来タイミングが所定のタイミングとなったことを確
認し、遅延制御を終了する。そして遅延制御を終了した場合にセンタ装置３では、遅延制
御部３１２ｅが、次のメインフレームにおける遅延制御情報（ TDMA CNT）にて遅延制御の
状態が制御終了である旨を示す（Ｓ２８）とともに、監視制御装置４に対して、ユーザ登
録が終了したことを通知する（Ｓ２９）。
【０１７３】
遅延制御が終了した旨の通知を受けたならばユーザ装置 1-n のユーザ装置監視制御部１７
は、タイミングレスポンス（ TRn ）の他に上りパケット用タイムスロットを含んだ上りフ
レームをフレーム生成部１２ｄに生成させ、送出する（Ｓ３０）。そうするとセンタ装置
３のセンタ装置監視制御部３５は、この上りパケット用タイムスロットを含んだ上りフレ
ームを確認してユーザ装置 1-n とセンタ装置３との間の同期が確立したことを確認し、こ
の旨を次のメインフレームにおいてユーザ装置 1-n へと通知する（Ｓ３１）とともに、同
期確立が終了したことを監視制御装置４に通知する（Ｓ３２）。
【０１７４】
こののち、ユーザ装置 1-n にて通信サービスの提供を受けることが可能となる。
【０１７５】
((課金が必要な場合におけるサービス変更時のプラグ・アンド・プレイ処理 ))
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上述のような課金が必要な場合における初期のプラグ・アンド・プレイ処理により通信サ
ービスの提供が開始され、運用状態にあるユーザ装置 1-n における端末インタフェースカ
ード８の新規の装着、取り外し、あるいは交換に対応するためのプラグ・アンド・プレイ
処理の手順につき、図１９に示すシーケンス図を参照して説明する。
【０１７６】
まずユーザ装置 1-n のユーザ装置監視制御部１７では、装着されている端末インタフェー
スカード８の数量、属性および実装位置アドレスの調査と、その調査結果に応じての管理
情報の更新を定期的に行っているので、これにより端末インタフェースカード８の新規の
装着、取り外し、あるいは交換が行われている場合には、それが行われたのちの端末イン
タフェースカード８の装着状況が管理されている（端末インタフェース検出手段１７ａお
よび端末インタフェース認識手段１７ｂ）。
【０１７７】
そしてユーザ装置監視制御部１７は各メインフレーム中で、下りフレーム（Ｓ４１）のの
ちの上りフレーム（Ｓ４２）を送信する度に、その上りフレーム中のタイミングレスポン
ス（ TRn ）に端末インタフェースカード８の最新の装着状況に基づいた構成情報（ ATTR）
を挿入する（構成情報送信手段１７ｃ）。ここで、端末インタフェースカード８の装着状
況に変化が生じているのであれば、構成情報（ ATTR）は変化後の装着状況を通知する情報
となり、装着状況の変化内容が自動的にセンタ装置３へ伝えられることになる。
【０１７８】
一方、センタ装置３ではタイミングレスポンス（ TRn ）を受信すると、センタ装置監視制
御部３５が、構成情報（ ATTR）の内容が前回受信した内容に対して変化しているか否かを
比較する。そして変更があることを確認した場合には、センタ装置監視制御部３５はユー
ザ装置 1-n に関する管理情報を更新する（ユーザ構成管理手段３５ａ）。
【０１７９】
またセンタ装置監視制御部３５は、上記認識した情報に基づいてユーザ装置 1-n に装着さ
れた各端末インタフェースカード８が有する端末接続ポートをそれぞれ判定し、取り外さ
れた端末インタフェースカード８に割り当てられていた宛先識別子（ DST ID）および伝送
帯域を開放する。
【０１８０】
そしてこののちにセンタ装置監視制御部３５は、ユーザ装置 1-n に構成変更があったこと
を新しい構成情報（ ATTR）とともに監視制御装置４に通知する（Ｓ４３）。
【０１８１】
監視制御装置４では、上記Ｓ４３の通知を受けると、その内容から変更内容が交換または
追加であり新たに装着された端末インタフェースカード８が存在するか否かを調べ、存在
するならば、構成情報（ ATTR）が示すユーザ装置 1-n の構成が予め契約したサービス内容
に適合しているかどうかを調べた上で、該当ユーザ装置 1-n に新たに装着された端末イン
タフェースカード８に割り当てる帯域量を契約内容に沿って決定し、センタ装置３に通知
する（Ｓ４４）。
【０１８２】
センタ装置３では上記Ｓ４４の通知を受けると、センタ装置監視制御部３５が、その通知
された帯域設定の内容に沿って、端末インタフェースカード８が有する端末接続ポートの
それぞれに対する伝送帯域の割り当てを行う（伝送帯域割り当て手段３５ｄ）。またセン
タ装置監視制御部３５は、ユーザ装置 1-n に新たに装着された各端末インタフェースカー
ド８が有する端末接続ポートのそれぞれに、宛先識別子（ DST ID）を割り当てる（ DST ID
設定手段３５ｂ）。さらにセンタ装置監視制御部３５は、この時点でユーザ装置 1-n に割
り当てている宛先識別子（ DST ID）の全てを含んだ、ユーザ装置 1-n に対する可変ユーザ
識別子（ UIDt）を生成する。なお、ここで割り当てた各宛先識別子（ DST ID）および可変
ユーザ識別子（ UIDt）は、ユーザ装置 1-n に関する管理情報に含めて管理しておく。
【０１８３】
そしてセンタ装置監視制御部３５は、次のメインフレームにおいて、ユーザ装置 1-n に新
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たに割り当てた可変ユーザ識別子（ UIDt）およびユーザ装置 1-n に割り当てられた宛先識
別子（ DST ID）をそれぞれ書き込んだタイミングマネージメント（ TMn ）を、フレーム生
成部３１２ｆに生成させ、送信させる（Ｓ４５： DST ID通知手段３５ｃ）。またこのとき
にセンタ装置監視制御部３５は、監視制御装置４に対して、ユーザ登録が終了したことを
通知する（Ｓ４６）。
【０１８４】
センタ装置３から送信されたタイミングマネージメント（ TMn ）を受けるとユーザ装置 1-
n においてユーザ装置監視制御部１７は、新たに装着された各端末インタフェースカード
８が有する端末接続ポートのそれぞれに割り当てられた宛先識別子（ DST ID）および自局
に割り当てられた可変ユーザ識別子（ UIDt）をそれぞれ認識し、記憶しておく。
【０１８５】
続いてユーザ装置 1-n のユーザ装置監視制御部１７は、交換または追加された端末インタ
フェースカード８用に新たに指定を受けた上りパケット用タイムスロットを含んだ上りフ
レームをフレーム生成部１２ｄに生成させ、送出する（Ｓ４７）。そうするとセンタ装置
３のセンタ装置監視制御部３５では、この上りパケット用タイムスロットを含んだ上りフ
レームを調べ、変化があった端末インタフェースカード８に関するパケット用タイムスロ
ットが指定通りに使用されているか否かを確認することで、変化があった端末インタフェ
ースカード８の同期確立を確認する。そして同期が確立したならばセンタ装置監視制御部
３５は、次のメインフレームにおいて、ユーザ装置 1-n へと同期が確立した旨を通知する
（Ｓ４８）とともに、同期確立が終了したことを監視制御装置４に通知する（Ｓ４９）。
【０１８６】
こののち、ユーザ装置 1-n の変更部分にて通信サービスの提供を受けることが可能となる
。
【０１８７】
（伝送帯域の割り当て処理および割り当てた伝送帯域を用いたデータ伝送処理）
まず、この処理を行うために、センタ装置３に設けられたメモリ部３１２ｄには図２０に
示すような、サービステーブル（ＳＶＣ　ＴＢＬ）、タイムスロット番号テーブル（ＴＳ
Ｎ　ＴＢＬ）、ＴＤＭＡステータス（ＴＤＭＡ　ＳＴＳ）およびＴＤＭＡテーブル（ＴＤ
ＭＡ　ＴＢＬ）がそれぞれ設定されている。
【０１８８】
サービステーブルは、当該メモリ部３１２ｄが設けられている光ユーザ線終端部３１に光
ファイバネットワーク２を介して接続され得る１６台のユーザ装置１のそれぞれが有し得
るコネクタ１４（ここでは最大４としている）のそれぞれに付されたサービスポート番号
に対応付けて、そのコネクタ１４に装着された端末インタフェースカード８が対応するサ
ービス種別を登録しておくものである。図２０では、第１のユーザ装置１のサービスポー
ト番号“Ｓ１”なるコネクタ１４に装着された端末インタフェースカード８が、電話サー
ビス（ＴＥＬ）に対応するものである例を示している。
【０１８９】
タイムスロット番号テーブルは、サービスポート番号に対応付けて、そのサービスポート
番号を持つコネクタ１４に装着された端末インタフェースカード８に割り当てられた下り
パケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）の番号（＆１～＆ｘ）を登録しておくもので
あり、１つのサービスポート番号に対応付けて８つまでの番号を登録可能となっている。
図２０では、第１のユーザ装置１のサービスポート番号“Ｓ１”なるコネクタ１４に装着
された端末インタフェースカード８に、“＆１”“＆２”なる番号の下りパケット用タイ
ムスロットが割り当てられている例を示している。
【０１９０】
ＴＤＭＡステータスは、下りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）の番号（＆１～
＆ｘ）に対応付けて、その下りパケット用タイムスロットがいずれかの端末インタフェー
スカード８に割り当て済みであるか否かを登録しておくものである。図２０では、“＆１
”“＆２”なる番号の下りパケット用タイムスロットが第１のユーザ装置１のサービスポ
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ート番号“Ｓ１”なるコネクタ１４に装着された端末インタフェースカード８に割り当て
られていることから、割り当て済みであることを示す“ＵＳＥ”となっている例を示して
いる。
【０１９１】
ＴＤＭＡテーブルは、下りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）の番号（＆１～＆
ｘ）に対応付けて、その下りパケット用タイムスロットを用いて伝送するユーザ情報の宛
先となる宛先識別子（ DST ID）と、そのユーザ情報の種別情報（ INFFLG）とを対応付けて
登録しておくものである。図２０では、“＆１”“＆２”なる番号の下りパケット用タイ
ムスロットが、“＃１　Ｓ１”なる宛先識別子（ DST ID）を持つ端末に対して電話（ＴＥ
Ｌ）のための情報を伝送するために使用するものである例を示している。
【０１９２】
以下、光ユーザ線終端部 31-1に光ファイバネットワーク２を介して接続されたユーザ装置
１のうちの１つ（第１のユーザ装置）におけるサービスポート番号“Ｓ３”なるコネクタ
１４に、ＩＳＤＮ一次群サービス（ＰＲＩ）に対応した端末インタフェースカード８が新
規に装着された場合を例に、伝送帯域の割り当て処理を詳細に説明する。
【０１９３】
センタ装置監視制御部３５は、前述のプラグ・アンド・プレー処理により、このことを認
識した場合、図２０に既に示してあるように、まずサービステーブルにおける第１のユー
ザ装置のサービスポート番号“Ｓ３”に対応する領域に、ＩＳＤＮ一次群サービス（ＰＲ
Ｉ）であることを登録する（ＳＴ１）。
【０１９４】
サービス内容から、そのサービスに対して必要となる帯域幅すなわち下りパケット用タイ
ムスロットの数が決まるので、続いてセンタ装置監視制御部３５は必要となる下りパケッ
ト用タイムスロットの数を判定する。ここでは、ＩＳＤＮ一次群サービスであり、その伝
送速度は２３Ｂ＋Ｄなので、８つ下りパケット用タイムスロットが必要となる。そこでセ
ンタ装置監視制御部３５は、ＴＤＭＡステータスを参照し、未割り当て（ＴＤＭＡステー
タスにて“ＵＮＵＳＥ”となっている）の下りパケット用タイムスロットを必要数分（こ
こでは８つ）検出する。そして、“＆ｍ”～“＆（ｍ＋７）”なる番号の下りパケット用
タイムスロットが検出されたものとすると、これらの番号に対応するＴＤＭＡステータス
の内容を“ＵＮＵＳＥ”から、割り当て済みであることを示す“ＵＳＥ”に書き換える（
ＳＴ２）。
【０１９５】
次にセンタ装置監視制御部３５は、ここで割り当てた下りパケット用タイムスロットの番
号を、タイムスロット番号テーブルにコピーする。すなわち、タイムスロット番号テーブ
ルにおける第１のユーザ装置のサービスポート番号“Ｓ３”に対応する領域に、“＆ｍ”
～“＆（ｍ＋７）”の各番号を記入する（ＳＴ３）。
【０１９６】
最後に、ＴＤＭＡテーブルにおける“＆ｍ”～“＆（ｍ＋７）”の各番号に対応する領域
に、前述のプラグ・アンド・プレー処理により割り当てられた宛先識別子（ DST ID）と、
種別情報（ INFFLG）としてＩＳＤＮ一次群速度サービスを示す“ＰＲＩ”を記入する（Ｓ
Ｔ４）。なお、ここでは宛先識別子（ DST ID）としては“＃１　Ｓ３”が割り当てられて
いる。
【０１９７】
一方、登録済みの端末インタフェースカード８が取り外された場合には、まず、その端末
インタフェースカード８が装着されていたコネクタ１４のサービスポート番号に割り当て
られている下りパケット用タイムスロットの番号をタイムスロット番号テーブルを参照し
て判断し、その番号に対応付けてＴＤＭＡテーブルに書き込まれている宛先識別子（ DST 
ID）および種別情報（ INFFLG）を削除するとともに、ＴＤＭＡステータスの状態を“ＵＮ
ＵＳＥ”に書き換える。そして最後に、取り外された端末インタフェースカード８が装着
されていたコネクタ１４のサービスポート番号にサービステーブルおよびタイムスロット
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番号テーブルに書き込まれていた情報をそれぞれ削除する。
【０１９８】
次に、以上のようにして各種の情報が登録された各テーブルに従って実際に下りフレーム
を生成する手順を図２１を用いて説明する。
【０１９９】
まずタイムスロット制御部３１２ｃは、クロスコネクト部３３から与えられるデータの宛
先端末が接続されている端末インタフェースカード８が装着されていたコネクタ１４のサ
ービスポート番号を判定し、これに基づいてタイムスロット番号テーブルを検索すること
で、そのデータを伝送するのに使用すべき下りパケット用タイムスロットの番号を判定す
る。すなわち、第１のユーザ装置１において“Ｓ３”なるサービスポート番号を持つコネ
クタ１４に装着された端末インタフェースカード８に接続された通信端末を宛先とするデ
ータに関しては、タイムスロット番号テーブルを検索することで、そのデータを伝送する
のに使用すべき下りパケット用タイムスロットの番号は“＆ｍ”～“＆（ｍ＋７）”と判
定される。
【０２００】
ところでフレーム生成部３１２ｆには、図２１に示すように各下りパケット用タイムスロ
ットの番号のそれぞれに対応付けて、ユーザ情報（ INFO）を記憶する領域を確保したクロ
スコネクトインタフェースバッファ（ＸＣＩ　ＢＵＦ）を有している。
【０２０１】
そこでタイムスロット制御部３１２ｃは、クロスコネクトインタフェースバッファにおい
てＳＴ１１で判定した“＆ｍ”～“＆（ｍ＋７）”なる番号に対応する領域に、第１のユ
ーザ装置１において“Ｓ３”なるサービスポート番号を持つコネクタ１４に装着された端
末インタフェースカード８に接続された通信端末を宛先とするデータを書き込むようにフ
レーム生成部３１２ｆに指示する（ＳＴ１２）。
【０２０２】
このようにして、光ユーザ線終端部 31-1が接続された光ファイバネットワークを介して接
続されたユーザ装置１に接続された通信端末を宛先とする全てのデータの１サブフレーム
分をクロスコネクトインタフェースバッファに書き込み終わったならば、タイムスロット
制御部３１２ｃは、ＴＤＭＡテーブルに番号“＆１”に対応付けて書き込まれている宛先
識別子 (DST ID)および種別情報（ INFFLG）を読出し、フレーム生成部３１２ｆに与える（
ＳＴ１３）。
【０２０３】
そうするとフレーム生成部３１２ｆは、タイムスロット制御部３１２ｃから与えられる宛
先識別子 (DST ID)、所定のスタッフバイト、センタ装置監視制御部３５から与えられる監
視制御情報（ OAMB）、タイムスロット制御部３１２ｃから与えられる種別情報（ INFFLG）
を順に出力したのち、クロスコネクトインタフェースバッファに番号“＆１”に対応付け
て書き込んであるユーザ情報（ INFO）を、読出し、出力する（ＳＴ１４）。
【０２０４】
かくして、図９に示したような構成の情報列がフレーム生成部３１２ｆから出力されるこ
とになる。
【０２０５】
そしてこの処理を、読出し先の番号を順に大きくして行きながら繰り返すことにより、１
サブフレーム分の下りフレームが生成されることになる。ただし、ガードタイム（ GT）、
プリアンブル（ PA）、フレーミングワード（ FW）、共通下り監視制御信号（ OAM COM ）、
個別下り監視制御信号（ OAMDn ）およびタイミングマネージメント（ TMn ）については別
途付加される。
【０２０６】
次に、以上のようにして生成された下りフレームを含んだ下り光信号を受信した際のユー
ザ装置１の動作につき説明する。
【０２０７】
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センタ装置３から送信された下り光信号が光ファイバネットワーク２を介して到来すると
、ユーザ装置１では、この下り光信号が光分岐結合器１１ａを介して光受信部１１ｂに与
えられ、この光受信部１１ｂにて下り電気信号に変換される。
【０２０８】
そして下り電気信号は、フレーム同期部１２ａによりフレーム同期がとられたのち、フレ
ーム終端部１２ｂにて分解される。
【０２０９】
フレーム終端部１２ｂでは、各下りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）について
、示された宛先識別子（ DST ID）が自局に装着された端末インタフェースカード８が持つ
端末接続ポートに対して割り当てられたものであるか否かの判断が行われ、そうである場
合には、この宛先識別子（ DST ID）がアドレス処理部１３ｅに与えた上で、ペイロード情
報であるユーザ情報（ INFO）が下りデータバス１３ａに出力される。このときアドレス処
理部１３ｅでは、フレーム終端部１２ｂから与えられた宛先識別子（ DST ID）に該当する
端末インタフェースカード８およびその端末接続ポートを指定する下りアドレスが生成さ
れて下りアドレスバス１３ｃへと出力される。
【０２１０】
さて端末インタフェースカード８では、下りフレーム期間中で、かつ下りアドレスで自己
が指定されている場合にのみ、下りデータバス１３ａからデータが取り込まれる。そして
端末インタフェースカード８で取り込まれたデータは、宛先識別子（ DST ID）に対応する
ポートに接続された通信端末へと、その通信端末に適した形態の信号に変換された上で出
力される。
【０２１１】
かくして、各下りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）に挿入されているユーザ情
報（ INFO）は、それぞれの宛先の通信端末へと与えられることになる。
【０２１２】
ところでこのときタイムスロット制御部１２ｃでは、宛先識別子（ DST ID）と種別情報（
INFFLG）とがフレーム終端部１２ｂから取り込まれ、到来順に蓄積される。そして、下り
フレームの期間が終了し、上りフレームの期間となったならば、タイムスロット制御部１
２ｃでは、各上りパケット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）のタイミングに合わせて、
上記の蓄積しておいた宛先識別子（ DST ID）および種別情報（ INFFLG）が、取得順にフレ
ーム生成部１２ｄへと順次与えられる。従ってタイムスロット制御部１２ｃは、ＦＩＦＯ
メモリを用いた単純な回路により構成できる。
【０２１３】
フレーム生成部１２ｄでは、タイムスロット制御部１２ｃから宛先識別子（ DST ID）およ
び種別情報（ INFFLG）が与えられると、そのうちの宛先識別子（ DST ID）が自局に装着さ
れた端末インタフェースカード８が持つ端末接続ポートに対して割り当てられたものであ
るか否かの判断が行われ、そうである場合にのみその宛先識別子（ DST ID）がアドレス処
理部１３ｅに与えられる。このときアドレス処理部１３ｅでは、フレーム生成部１２ｄか
ら与えられた宛先識別子（ DST ID）に該当する端末インタフェースカード８およびその端
末接続ポートを指定する下りアドレスが生成されて下りアドレスバス１３ｃへと出力され
る。
【０２１４】
端末インタフェースカード８では、上りフレーム期間中で上りアドレスで自己が指定され
ている場合にのみ、その上りアドレスで指定された端末接続ポートから入力された信号が
、上りデータバス１３ｂを伝送するための形態のデータに変換された上で、上りデータバ
ス１３ｂへと出力される。またこのとき端末インタフェースカード８では、前述した構成
（図１５示）の上りアドレス情報が、上りアドレスバス１３ｄへと出力される。
【０２１５】
アドレス処理部１３ｅでは、上りフレームの期間中にて上述のように下りアドレスを出力
しているとき、これに並行して上りアドレスバス１３ｄを介して到来する上りアドレス情
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報の監視が行われる。そして、この上りアドレスが下りアドレスで指定している端末接続
ポートのものであり、かつ上りアドレス情報中の情報Ｎｕｌｌが“Ｎｕｌｌ”でない場合
にのみ、アドレス処理部１３ｅからフレーム生成部１２ｄへと送出許可が与えられる。
【０２１６】
この送出許可を受けるとフレーム生成部１２ｄでは、上りデータバス１３ｂからデータが
取り込まれてユーザ情報（ INFO）とされるとともに、これに所定のヘッダが付加されて上
りパケットが生成される。
【０２１７】
そして上記の動作が繰り返され、上りフレームが生成される。
【０２１８】
このようにして生成された上りフレームは、遅延部１２ｆにて、前述の遅延制御により設
定された遅延量に亙り遅延を受けた上で、光送信部１１ｃで上り光信号に変換され、光分
岐結合器１１ａを介して光ファイバネットワーク２へと送出される。
【０２１９】
さて、ユーザ装置１から上述のようにして送出された上り光信号が光ファイバネットワー
ク２を介して到来すると、センタ装置３では、この上り光信号が光分岐結合器３１１ａを
介して光受信部３１１ｂに与えられ、この光受信部３１１ｂにて上り電気信号に変換され
る。
【０２２０】
そして上り電気信号は、フレーム同期部３１２ａによりフレーム同期がとられたのち、フ
レーム終端部３１２ｂにて一旦分解されてオーバヘッド情報が抜き取られ、ユーザ情報（
INFO）のみが、クロスコネクト部３３での処理に適した形態に変換された上でクロスコネ
クト部３３へと与えられる。
【０２２１】
このようにクロスコネクト部３３に与えられるデータは、多数の通信端末から出力された
ものが時分割に並べられたものとなっているが、その順序は各下りパケット用タイムスロ
ット（ TSD01 ～ TSDx）への割り当て順序と同じであって、センタ装置３で既知である。そ
こで、各ユーザ情報は、その送信元とのリンク先に応じた部位へとクロスコネクト部３３
により振り分けられ、リンク先に向けて送出される。
【０２２２】
以上のように本実施形態によれば、大きな伝送帯域を有する光ファイバネットワーク２を
介してユーザ装置１をセンタ装置３に接続するようにしておき、光ファイバネットワーク
２の伝送帯域を部分的にユーザ装置１に割り当てることにより、センタ装置３で使用する
伝送帯域の変更を回線敷設などの物理的な工事を行うことなしに容易に行うことができる
。さらにユーザ側は、種類の異なる通信サービスが１本の光ファイバ伝送路によって提供
され得るとともに、複数のユーザで局側の伝送設備を共有することにより低コストにシス
テムが実現され得るという特徴を有している。このように共通のネットワークで複数のサ
ービスを提供するようにすると、サービス毎に異なるネットワークを使用した場合に比し
、ネットワークの敷設や管理がより簡易になり、様々な通信サービスをより低コストで利
用できるという利便性がある。
【０２２３】
また、ユーザ装置１における端末インタフェースカード８の装着状態をユーザ装置１にて
常時監視し、これをセンタ装置３に自動的に通知するようにしているので、センタ装置３
において各ユーザ装置１の構成を管理することができる。
【０２２４】
そして、いずれかのユーザ装置１の構成が変化した場合には、その変化内容に応じて、宛
先識別子（ DST ID）や帯域の開放、あるいは宛先識別子（ DST ID）や帯域の新たな割り当
てを自動的に行って、その結果をユーザ装置１およびセンタ装置３のそれぞれに設定して
おくので、以降においてはその新しい設定の下でのデータ転送をユーザ装置１とセンタ装
置３との間で行うことができ、各ユーザ装置１に対して、その構成に応じた通信サービス
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を常に提供することができる。
【０２２５】
従って、ユーザがユーザ装置１への端末インタフェースカード８の着脱や交換を行えば、
そのユーザ装置１にて提供を受けることができる通信サービスの内容を変更することがで
き、ユーザが通信サービス提供者に依頼したり、通信サービス提供者が工事を行ったりす
る必要がない。
【０２２６】
なお、上記実施形態にて説明したプラグ・アンド・プレー処理を数秒以下程度で終了させ
ることにより、ユーザがユーザ装置１への端末インタフェースカード８の着脱や交換を行
えば、その構成変更後のユーザ装置１に応じた通信サービスの提供をほとんど瞬間的に受
けることが可能となる。また、一部の端末インタフェースカード８が変更されたとしても
、他の端末インタフェースカード８はなんら影響を受けないでサービスの継続が可能であ
る。
【０２２７】
また上記実施形態によれば、ユーザ装置１における端末インタフェース部８の装着状態を
示す構成情報（ ATTR）を遅延制御のために設定されたタイミングレスポンス（ TRn ）にて
伝送するようにしているので、遅延制御が完了するのを待つことなしに迅速に構成情報（
ATTR）をセンタ装置３へと通知することが可能であり、通信サービス提供を開始できるよ
うになるまでの待ち時間を短くすることができる。
【０２２８】
また上記実施形態では、通信サービス提供者の側で各ユーザ装置１に対して提供している
通信サービスの内容を詳細に管理することが可能であるので、課金等のユーザ管理が可能
であるとともに、契約内容に応じて割り当てる帯域に制限を加えることも可能である。
【０２２９】
また上記実施形態では、光ファイバネットワーク２での伝送フレーム中に設定した下りパ
ケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）および上りパケット用タイムスロット（ TSU01 
～ TSUx）の１つ当りのユーザ情報（ INFO）の伝送帯域を３Ｂとしていることにより、１つ
の通信端末に対して伝送帯域を３Ｂ単位で割り当てることが可能であるため、アナログ電
話サービス、Ｎ－ＩＳＤＮサービス、ＩＳＤＮ一次群サービスなどといった帯域幅の異な
る種々のサービスに柔軟に対応することが可能である。
【０２３０】
またユーザ装置１の下りデータバス１３ａおよび上りデータバス１３ｂも同様に、データ
を３Ｂ単位に区切って伝送するようにしており、アナログ電話サービス、Ｎ－ＩＳＤＮサ
ービス、ＩＳＤＮ一次群サービスなどといった帯域幅の異なる種々のサービスに対応した
端末インタフェースカード８の装着に柔軟に対応できるものとなっている。
【０２３１】
また上記実施形態では、端末インタフェースカード８は、その属性（メーカ名、仕様番号
、提供できる通信サービス種別等）を上りアドレス中に示してユーザ装置１側に通知する
ものとしているので、ユーザ装置１では、ユーザ情報（ INFO）の伝送に支障を来すことな
しに、装着された端末インタフェースカード８の属性を調べることができる。
【０２３２】
また上記実施形態によれば、図２０に示した４つのテーブルにより各下りパケット用タイ
ムスロット（ TSD01 ～ TSDx）の割り当て状態を管理することにより、各下りパケット用タ
イムスロット（ TSD01 ～ TSDx）の割り当ての変更、すなわち帯域の割り当ての変更を、容
易にかつ柔軟に行うことができる。
【０２３３】
また上記実施形態によれば、下りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）と上りパケ
ット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）とを１対１で対応させておき、ユーザ装置１では
、下りパケット用タイムスロットでの宛先を、その下りパケット用タイムスロットに対応
する上りパケット用タイムスロットにて伝送すべきユーザ情報（ INFO）の出力元として各
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ユーザ情報（ INFO）を収集し、上りフレームを生成するようにしているので、ユーザ装置
１で各上りパケット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）の割り当て状態を管理しておく必
要がなく、ユーザ装置１の処理負担が軽減されるとともに、センタ装置３は割り当ての変
更を行う度にその内容をユーザ装置１に対して通知する必要がなくなる。さらには、セン
タ装置３では、上りパケット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）に挿入されたユーザ情報
（ INFO）の出力元が既知であるため、上りパケット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）中
には、送信元を示す識別情報を挿入する必要がない。
【０２３４】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば上記実施形態では、ユー
ザ装置１からセンタ装置３への構成情報（ ATTR）の通知をタイミングレスポンス（ TRn ）
中で行うようにしているが、例えば上りパケット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）中な
どのように他のタイミングで行うようにしてもよい。
【０２３５】
また上記実施形態では、ユーザ装置１はコネクタ１４を４つ有し、４枚までの端末インタ
フェースカード８を同時に装着可能としているが、コネクタ１４は少なくとも１つあれば
良く、その数は任意であって良い。
【０２３６】
また、伝送フレームの構成および各タイムスロットの構成は、上記実施形態に挙げたもの
には限定されず、適宜変更が可能である。
【０２３７】
また上記実施形態では、帯域割り当て量の決定を監視制御装置４にて行う場合にも、セン
タ装置３は宛先識別子（ DST ID）や帯域の開放をユーザ装置１からの通知に基づいて行う
ようにしているが、開放すべき宛先識別子（ DST ID）や帯域の判定を監視制御装置４にて
行い、センタ装置３は宛先識別子（ DST ID）や帯域の開放を監視制御装置４からの指示に
応じて行うようにしてもよい。
【０２３８】
また上記実施形態では、ユーザ装置１とセンタ装置３との間を接続するネットワークとし
て、 point to multi-point接続型のスター状の光ファイバネットワーク２を用いているが
、 point to point接続型のネットワークや、 CATVネットワークで用いられるツリー状の po
int to multi-point接続型のネットワークなどのように他の形態のネットワークを用いて
もよい。また、光伝送のネットワークには限らず、同軸ケーブルや無線回線などを用いた
場合にも本発明を上記実施形態と同様に適用することができる。
【０２３９】
また上記実施形態では、下りと上りとを時間分割で多重しているが、別々の波長を用いた
波長分割や別々の光ファイバを用いた伝送路分割によって多重することも可能である。こ
の場合、上りフレームと下りフレームとが独立に定義される。
【０２４０】
なお、一つのユーザ装置１は、ある特定のユーザのみが使用する形態も可能であるが、複
数のユーザで共用して使用することも可能である。
【０２４１】
このほか、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形実施が可能である。
【０２４２】
【発明の効果】
　本発明によれば、ユーザ装置では上りフレームにおける各上りタイムスロットの割り当
て状態を事前に管理しておく必要がなく、かつ上りタイムスロット中には出力元に識別情
報を付加する必要がない。従って、ユーザが使用する通信サービスの交換・追加・削除に
容易、かつ柔軟に対応できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信システムの全体構成を示す図。
【図２】ユーザ装置１の詳細な構成を示す機能ブロック図。
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【図３】下りデータバス１３ａおよび上りデータバス１３ｂ上を伝送されるデータの形態
を示す図。
【図４】端末インタフェースカード８の具体的な構成例を示す機能ブロック図。
【図５】センタ装置の詳細な構成を示す機能ブロック図。
【図６】光ファイバネットワーク２上の伝送フレームの構成を示す図。
【図７】共通下り監視制御信号（ OAM COM ）の詳細な構成を示す図。
【図８】個別下り監視制御信号（ OAMDn ）の詳細な構成を示す図。
【図９】下りパケット用タイムスロット（ TSD01 ～ TSDx）の詳細な構成を示す図。
【図１０】タイミングマネージメント（ TMn ）の詳細な構成を示す図。
【図１１】タイミングレスポンス (TRn) の詳細な構成を示す図。
【図１２】上り監視制御信号（ OAMUn ）の詳細な構成を示す図。
【図１３】上りパケット用タイムスロット（ TSU01 ～ TSUx）の詳細な構成を示す図。
【図１４】遅延制御の処理を説明する図。
【図１５】上りアドレス情報の構成を示す図。
【図１６】サービス開始時のプラグ・アンド・プレイ処理の手順を示すシーケンス図。
【図１７】サービス変更時のプラグ・アンド・プレイ処理の手順を示すシーケンス図。
【図１８】課金が必要な場合におけるサービス開始時のプラグ・アンド・プレイ処理の手
順を示すシーケンス図。
【図１９】課金が必要な場合におけるサービス変更時のプラグ・アンド・プレイ処理の手
順を示すシーケンス図。
【図２０】メモリ部３１２ｄに設定されたサービステーブル、タイムスロット番号テーブ
ル、ＴＤＭＡステータスおよびＴＤＭＡテーブルを模式的に示す図。
【図２１】下りフレームの生成手順を説明するための図。
【符号の説明】
１…ユーザ装置
１１…光電気変換部
１１ａ…光分岐結合器
１１ｂ…光受信部
１１ｃ…光送信部
１２…ＴＤＭＡ処理部
１２ａ…フレーム同期部
１２ｂ…フレーム終端部
１２ｃ…タイムスロット制御部
１２ｄ…フレーム生成部
１２ｅ…遅延制御部
１２ｆ…遅延部
１３…サービス多重分離部
１３ａ…下りデータバス
１３ｂ…上りデータバス
１３ｃ…下りアドレスバス
１３ｄ…上りアドレスバス
１３ｅ…アドレス処理部
１４（ 14-1～ 14-4）…コネクタ
１５…電源部
１６…バッテリ
１７…ユーザ装置監視制御部
１７ａ…端末インタフェース検出手段
１７ｂ…端末インタフェース認識手段
１７ｃ…構成情報送信手段
１７ｄ… DST ID管理手段
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２（ 2-1 ～ 2-i ）…光ファイバネットワーク
３…センタ装置
３１（ 31-1～ 31-j）…光ユーザ線終端部
３１１…光電気変換部
３１１ａ…光分岐結合器
３１１ｂ…光受信部
３１１ｃ…光送信部
３１２…ＴＤＭＡ処理部
３２（ 32-1～ 32-k）…ネットワークインタフェース（ＩＦ）部
３３…クロスコネクト部
３４…電源部
３５…センタ装置監視制御部
３５ａ…ユーザ構成管理手段
３５ｂ… DST ID設定手段
３５ｃ… DST ID通知手段
３５ｄ…伝送帯域割り当て手段
４…監視制御装置
５…公衆交換電話網
６…コンピュータ通信用パケット通信ネットワーク
７…専用線網
８（ 8-1 ～ 8-4 ）…端末インタフェース（ＩＦ）カード
８１…コネクタ
８２…アドレス処理部
８３…端末インタフェース（ＩＦ）部
８４…カード情報メモリ
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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